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四

規
　
　
　
程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
三
十
三
号

東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
電
車
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通
局
規
程
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
の
二
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
以
下
「
精
神
障

害
者
手
帳
」
と
い
う
。
）
を
所
持
す
る
者
及
び
そ
の
介
護
者

第
二
十
四
条
の
三
中
「
第
三
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
中
「
並
び
に
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を

所
持
す
る
者
」
を
削
る
。

第
五
十
八
条
第
三
号
中
「
こ
ん
炉
」
の
下
に
「
（
乗
車
中
に
使
用
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ

る
も
の
及
び
懐
炉
を
除
く
。
た
だ
し
、
不
注
意
等
に
よ
り
内
容
物
が
漏
れ
出
る
こ
と
が
な
い
よ
う
措
置

す
る
こ
と
と
す
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
十
九
条
た
だ
し
書
中
「
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
六
十
条
」
を

「
次
条
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
中
適
用
除
外
の
物
品
及
び
危
険
の
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
つ

て
、
」
を
「
の
う
ち
適
用
除
外
の
物
品
で
あ
つ
て
、
不
注
意
等
に
よ
り
」
に
、
「
処
置
さ
れ
て
い
る
も

の
」
を
「
適
切
な
保
管
対
応
が
行
わ
れ
た
も
の
。
」
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

旅
客
は
、
列
車
等
の
状
況
に
よ
り
、
運
輸
上
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
限
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
犬
を
車
内
に
随
伴
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

身
体
障
害
者
補
助
犬
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認

定
を
受
け
た
身
体
障
害
者
補
助
犬
。
た
だ
し
、
同
法
第
十
二
条
に
規
定
さ
れ
た
表
示
を
行
い
、
旅

客
が
身
体
障
害
者
補
助
犬
認
定
証
を
所
持
す
る
場
合
に
限
る
。

二　

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
い
う
政
令
で
定
め
る
盲

導
犬
。
た
だ
し
、
盲
導
犬
が
ハ
ー
ネ
ス
を
つ
け
、
旅
客
が
盲
導
犬
使
用
者
証
を
所
持
す
る
場
合
に

限
る
。	

第
六
十
条
第
二
項
中
「
又
は
完
全
に
包
装
さ
れ
た
運
動
用
具
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

３　

旅
客
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
制
限
内
で
あ
つ
て
も
、
自
転
車
及
び
サ
ー
フ
ボ
ー
ド
等
の
運
動
用

具
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
車
内
に
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

一　

自
転
車
に
あ
つ
て
は
、
解
体
し
て
専
用
の
袋
に
収
納
し
た
も
の
又
は
折
り
た
た
み
式
自
転
車
で

あ
つ
て
、
折
り
た
た
ん
で
専
用
の
袋
に
収
納
し
た
も
の

二　

サ
ー
フ
ボ
ー
ド
等
の
運
動
用
具
に
あ
つ
て
は
、
専
用
の
袋
に
収
納
し
た
も
の
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別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

電
気
導
火
線
 

線
 

量
が
三
キ
ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

そ
の
他
の
火
工
品
 

―
 

そ
の

他
 

そ
の

他
、

火
薬

類
取

締
法

（
昭

和
二

十
五

年
法

律
第
百
四
十
九
号
）
で

定
め
る

火
薬

類
 

―
 

一
 

爆
発
性
 

の
物
 

そ
の
他
 

爆
発
性
 

の
物
 

―
 

ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン
 

狭
心
症
用
舌
下

錠
＊
 

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

二
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

―
 

ニ
ト
ロ
セ
ル
ロ
ー
ズ
 

ラ
ッ
カ
ー
ス
プ

レ
ー
＊
 

―
 

過
酸
化
ベ
ン
ゾ
イ
ル
 

ニ
キ
ビ
治
療
薬

＊
 

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

三
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

―
 

ジ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
 

―
 

―
 

ジ
ニ
ト
ロ
ナ
フ
タ
リ

ン
 

―
 

―
 

ジ
ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン
 

―
 

―
 

ジ
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ノ
ー

ル
 

―
 

―
 

ニ
ト
ロ
グ
リ
コ
ー
ル
 

―
 

―
 

ト
リ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ

ン
 

―
 

―
 

ト
リ
ニ
ト
ロ
ト
ル
エ

ン
 

―
 

―
 

ピ
ク
リ
ン
酸
 

―
 

―
 

過
酢
酸
 

―
 

―
 

メ
チ
ル
エ
チ
ル
ケ
ト

ン
過
酸
化
物
 

―
 

―
 

ア
ジ
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

そ
の

他
、

労
働

安
全

衛
生

法
施

行
令

（
昭

和
四

十
七

年
政

令
第

三
百

十
八

号
）

に
お

け
る

危
険

物
「
一
.
爆

発
性

の
物
」
に
該
当
す
る
品
目
 

―
 

 

二
 

発
火
性
 

の
物
 

マ
ッ
チ
 

―
 

安
全
マ
ッ
チ
 

安
全
マ
ッ
チ
 

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

三
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

―
 

硫
化
リ
ン
マ
ッ
チ
 

―
 

―
 

黄
リ
ン
マ
ッ
チ
 

―
 

そ
の
他
 

発
火
性
 

の
物
 

―
 

セ
ル
ロ
イ
ド
類
 

ペ
ン
、
眼
鏡
＊
 

実
重

量
が

三
百

グ
ラ

ム

以
内
の
も
の
 

―
 

金
属
カ
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

金
属
リ
チ
ウ
ム
 

―
 

―
 

金
属
ナ
ト
リ
ウ
ム
（

金
属
ソ
ー
ダ
）
 

―
 

―
 

カ
リ
ウ
ム
ア
マ
ル
ガ

ム
 

―
 

―
 

ナ
ト
リ
ウ
ム
ア
マ
ル

ガ
ム
 

―
 

―
 

マ
グ

ネ
シ

ウ
ム

（
粉

状
箔

状
又

は
ひ

も
状

の
も

の
に
限
る
。
）
 

―
 

―
 

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
粉
 

―
 

―
 

マ
グ

ネ
シ

ウ
ム

粉
及

び
ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
粉

以
外

の
金
属
粉
 

―
 

―
 

黄
リ
ン
 

―
 

―
 

硫
化
リ
ン
 

―
 

―
 

赤
り
ん
 

―
 

―
 

リ
ン
化
石
灰
 

―
 

―
 

リ
ン
化
カ
ル
シ
ウ
ム
 

―
 

―
 

ハ
イ

ド
ロ

サ
ル

フ
ァ

イ
ト

（
亜

二
チ

オ
ン

酸
ナ

ト
リ
ウ
ム
）
 

―
 

―
 

カ
ー
バ
イ
ド
（
炭
化

カ
ル
シ
ウ
ム
）
 

―
 

―
 

そ
の
他
の
発
火
性
の

物
及
び
製
品
 

油
紙

（
刃

物
用

包
装

紙

等
）
＊
 

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

五
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も

の
 

三
 

引
火
性
 

の
物
 

可
燃
性
 

液
体
 

―
 

メ
タ

ノ
ー

ル
（

メ
チ

ル
ア

ル
コ

ー
ル

又
は

木

精
）
 

消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
＊
 

二
リ

ッ
ト

ル
以

内
又

は

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

 

別
表
（
第
五
十
八
条
関
係
）

 
危
険
品

 
 
品
目
 

番
号
 
大
分
類
 

中
分
類
 

小
分
類
 

危
険
品
の
品
目
 

適
用
除
外
の
物
品
 

物
品
 

重
量
、
数
量
等
 

一
 

爆
発
性
 

の
物
 

火
薬
類
 

火
薬
 

黒
色
火
薬
、
そ
の
他
硝
酸
塩
を
主
と
す
る
火
薬
 

銃
用
火
薬
 

容
器
・
荷
造
と
も
の
重

量
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

内
の
も
の
 

無
煙

火
薬

、
そ

の
他

硝
酸

エ
ス

テ
ル

を
主

と
す

る
火
薬
 

過
塩
素
酸
塩
を
主
と
す
る
火
薬
 

爆
薬
 

雷
こ
う
、
そ
の
他
の
起
爆
薬
 

―
 

硝
安
爆
薬
 

―
 

塩
素
酸
カ
リ
爆
薬
 

―
 

カ
ー
リ
ッ
ト
 

―
 

そ
の

他
の

硝
酸

塩
、

塩
素

酸
塩

又
は

過
塩

素
酸

塩
を
主
と
す
る
爆
薬
 

―
 

硝
酸
エ
ス
テ
ル
 

―
 

ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
類
 

―
 

ニ
ト
ロ
化
合
物
と
こ
れ
を
主
と
す
る
爆
薬
 

―
 

火
工
品
 

雷
管
 

銃
用
雷
管
 

振
動

・
衝

撃
等

に
よ

っ

て
発

火
す

る
お

そ
れ

の

な
い

容
器

に
収

納
し

た

四
百
個
以
内
の
も
の
 

実
包
 

銃
用
実
包
 

弾
帯

又
は

薬
ご

う
に

そ

う
入

し
、

又
は

振
動

・

衝
撃

等
に

よ
っ

て
発

火

す
る

お
そ

れ
の

な
い

容

器
に

収
納

し
た

二
百

個

以
内

（
競

技
用

の
口

径

〇
・

二
二

イ
ン

チ
以

内

の
ラ

イ
フ

ル
銃

用
実

包

又
は

拳
銃

用
実

包
に

あ

っ
て

は
八

百
個

以
内

）

の
も
の
 

空
包
 

銃
用
空
包
 

弾
帯
又
は
薬
ご
う
に
そ

う
入
し
、
又
は
振
動
・

衝
撃
等
に
よ
っ
て
発
火

す
る
お
そ
れ
の
な
い
容

器
に
収
納
し
た
二
百
個

以
内
の
も
の
 

信
管
 

―
 

火
管
 

―
 

導
爆
線
 

―
 

雷
管
又
は
火
管
付
薬
き
ょ
う
 

銃
用
雷
管
付
薬
き
ょ
う
 

振
動

・
衝

撃
等

に
よ

っ

て
発

火
す

る
お

そ
れ

の

な
い

容
器

に
収

納
し

た

四
百
個
以
内
の
も
の
 

火
薬
又
は
爆
薬
を
装
て
ん
し
た
弾
丸
類
 

―
 

星
火
を
発
す
る
榴
弾
 

―
 

救
命
索
発
射
器
用
ロ
ケ
ッ
ト
 

―
 

煙
火
 

―
 

が
ん
具
煙
火
 

が
ん
具
煙
火
（
お
も
ち

ゃ
花
火
、
発
炎
筒

＊
）
、
競
技
用
紙
雷
管

及
び
そ
の
他
の
が
ん
具

用
軽
火
工
品
 

容
器
・
荷
造
と
も
の
重

量
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

内
の
も
の
 

競
技
用
紙
雷
管
（
大
形
紙
雷
管
を
含
む
。
）
 

導
火
線
 

導
火
線
又
は
電
気
導
火

容
器
・
荷
造
と
も
の
重
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―
 

エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
 

―
 

―
 

酢
酸
ノ
ル
マ
ル
-
ペ
ン
チ
ル
 

―
 

―
 

イ
ソ
ペ
ン
チ
ル
ア
ル

コ
ー
ル
 

―
 

―
 

メ
チ
ル
エ
チ
ル
ケ
ト

ン
 

―
 

そ
の
他
 

―
 

そ
の
他
の
引
火
性
の

物
及
び
そ
の
製
品
 

ペ
ン
キ
＊
 

二
リ

ッ
ト

ル
以

内
又

は

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

二
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も

の
 

四
 

可
燃
性
 

の
ガ
ス
 

高
圧
 

ガ
ス
 

圧
縮
 

ガ
ス
 

酸
素
ガ
ス
 

酸
素
ボ

ン
ベ
、
 

酸
素
缶
＊
 

医
療

用
又

は
携

帯
用

酸

素
容

器
に

封
入

し
た

酸

素
ガ

ス
で

二
本

以
内

の

も
の
 

炭
酸
ガ
ス
（
二
酸
化
炭

素
）
 

消
火
器
 

消
火

器
内

に
封

入
し

た

炭
酸

ガ
ス

で
二

本
以

内

の
も

の
 

炭
酸

ガ
ス

カ
ー

ト
リ

ッ

ジ
＊
 

二
リ

ッ
ト

ル
以

内
又

は

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

二
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

天
然
ガ
ス
 

プ
ロ

パ
ン
ガ

ス
＊
 

水
素
ガ
ス
 

水
素

ガ
ス
吸

入
器
＊
 

窒
素
ガ
ス
 

窒
素

ガ
ス
ボ

ン
ベ
＊
 

オ
ゾ
ン
 

オ
ゾ

ン
発
生

器
＊
 

ヘ
リ
ウ
ム
 

ヘ
リ

ウ
ム
ガ

ス
＊
 

ネ
オ
ン
ガ
ス
 

ネ
オ

ン
管
＊
 

ア
セ
チ
レ
ン
ガ
ス
 

―
 

硫
化
水
素
ガ
ス
 

―
 

一
酸
化
炭
素
ガ
ス
 

―
 

石
炭
ガ
ス
 

―
 

水
性
ガ
ス
 

―
 

空
気
ガ
ス
 

―
 

ア
ン
モ
ニ
ア
ガ
ス
 

―
 

塩
素
ガ
ス
 

―
 

亜
酸
化
窒
素
ガ
ス
（
笑

気
ガ
ス

）
 

―
 

ホ
ス
ゲ
ン
ガ
ス
 

―
 

ア
ル
ゴ
ン
 

―
 

エ
タ
ン
 

―
 

エ
チ
レ
ン
 

―
 

メ
タ
ン
 

―
 

そ
の
他
の
圧
縮
ガ
ス
及

び
そ
の

製
品
 

―
 

液
化
 

ガ
ス
 

液
体

炭
酸
 

消
火
器
 

消
火

器
内

に
封

入
し

た

炭
酸

ガ
ス

で
二

本
以

内

の
も
の
 

液
化
プ
ロ
パ
ン
 

プ
ロ

パ
ン
ガ

ス
＊
 

二
リ

ッ
ト

ル
以

内
又

は

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

二
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の

も
の
 

フ
レ
オ
ン
―
1
2 

エ
ア

ゾ
ー

ル
噴

射
剤

、

エ
ア
コ
ン
ガ
ス
＊
 

フ
レ
オ
ン
―
2
2 

エ
ア

ゾ
ー

ル
噴

射
剤

、

エ
ア
コ
ン
ガ
ス
＊
 

ブ
タ
ン
 

ラ
イ

タ
ー

、
カ

セ
ッ

ト

ガ
ス

ボ
ン
ベ
＊
 

液
体
空
気
 

―
 

液
体
窒
素
 

―
 

液
体
酸
素
 

―
 

液
体
ア
ン
モ
ニ
ア
 

―
 

 
―
 

ア
セ
ト
ン
 

ネ
イ
ル
リ
ム
ー
バ
ー
＊
 

量
が

二
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

―
 

コ
ロ
ジ
オ
ン
 

水
絆

創
膏

、
角

質
軟

化

剤
＊
 

―
 

ブ
タ
ノ
ー
ル
（
ブ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
）
 

希
釈
用
ア
ル
コ
ー
ル
＊
 

―
 

松
根
油
 

絵
具
用
溶
剤
＊
 

―
 

テ
レ
ビ
ン
油
（
松
精
油
）
 

絵
具
用
溶
剤
＊
 

―
 

エ
タ
ノ
ー
ル
 

消
毒

用
エ

タ
ノ

ー
ル

、

除
菌
ス
プ
レ
ー
＊
 

三
 

引
火
性
 

の
物
 

可
燃
性
 

液
体
 

―
 

酢
酸
 

食
用

酢
酸

、
掃

除
用

酢

酸
、
農
業
用
酢
酸
＊
 

二
リ

ッ
ト

ル
以

内
又

は

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

二
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

―
 

鉱
油
原
油
 

皮
膚

の
保

護
剤

、
保

湿

剤
、

化
粧

品
（

ロ
ー

シ

ョ
ン

、
ク

リ
ー

ム
等

）

＊
 

―
 

ア
ル
コ
ー
ル
（
変
性
ア
ル
コ
ー
ル
を
含
む
。
）
 

酒
類
＊
 

―
 

揮
発
油
 

―
 

―
 

ソ
ル
ベ
ン
ト
ナ
フ
タ
 

―
 

―
 

コ
ー
ル
タ
ー
ル
軽
油
 

―
 

―
 

ベ
ン
ゼ
ン
（
ベ
ン
ゾ
ー
ル
）
 

―
 

―
 

ト
ル
エ
ン
（
ト
ル
オ
ー
ル
）
 

―
 

―
 

キ
シ
レ
ン
（
キ
シ
ロ
ー
ル
又
は
ザ
イ
ロ
ー
ル
）
 

―
 

―
 

二
硫
化
炭
素
 

―
 

―
 

酢
酸
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
 

―
 

―
 

エ
ー
テ
ル
 

―
 

―
 

ク
ロ
ロ
シ
ラ
ン
 

―
 

―
 

ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
 

―
 

―
 

パ
ラ
ア
ル
デ
ヒ
ド
 

―
 

―
 

ジ
エ
チ
ル
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
 

―
 

―
 

モ
ノ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
 

―
 

―
 

ト
リ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
の
水
溶
液
 

―
 

―
 

ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
 

―
 

―
 

ピ
リ
ジ
ン
 

―
 

―
 

酢
酸
ア
ル
ミ
 

―
 

―
 

酢
酸
エ
チ
ル
 

―
 

―
 

酢
酸
メ
チ
ル
 

―
 

―
 

義
酸
エ
チ
ル
 

―
 

―
 

プ
ロ
ピ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
 

―
 

―
 

ビ
ニ
ル
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
 

―
 

―
 

臭
化
エ
チ
ル
（
エ
チ
ル
ブ
ロ
マ
イ
ド
）
 

―
 

―
 

酢
酸
ブ
チ
ル
 

―
 

―
 

フ
ー
ゼ
ル
油
 

―
 

―
 

灯
油
（
石
油
）
 

―
 

―
 

軽
油
（
ガ
ス
油
）
 

―
 

―
 

重
油
（
バ
ン
カ
ー
油
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
重
油
）
 

―
 

―
 

ガ
ソ
リ
ン
 

―
 

―
 

ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
（
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゾ
ー
ル
）
 
 

―
 

―
 

ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン
（
ニ
ト
ロ
ト
ル
オ
ー
ル
）
 

―
 

―
 

エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
 

―
 

―
 

酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
 

―
 

―
 

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
 

―
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危
険
物
 

劇
物
 

―
 

塩
酸
 

ト
イ

レ
用

強
力

洗
浄

剤

＊
 

し
、

且
つ

、
破

損
す

る

お
そ

れ
の

な
い

よ
う

荷

造
し

た
〇

・
五

リ
ッ

ト

ル
以
内

の
も
の
 

―
 

硝
酸
 

―
 

―
 

塩
化

ス
ル

ホ
ン

酸
（

塩
化

ス
ル

フ
リ

ル
を

含

む
。
）
 

―
 

―
 

沸
化
水
素
酸
 

―
 

―
 

硫
酸
ジ
メ
チ
ル
（
ジ

メ
チ
ル
硫
酸
）
 

―
 

七
 

そ
の
他

危
険
物
 

毒
物
・

劇
物
 

―
 

フ
ェ

ロ
シ
リ
コ

ン
 

―
 

―
 

塩
化
硫
黄
 

―
 

―
 

ク
ロ
ル
ピ
ク
リ
ン
 

―
 

―
 

四
エ
チ
ル
鉛
 

―
 

―
 

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
 

―
 

―
 

臭
素
（
ブ
ロ
ム
）
 

―
 

―
 

ホ
ル
マ
リ
ン
 

―
 

―
 

そ
の

他
、

毒
物

及
び

劇
物

取
締

法
（

昭
和

二
十

五
年

法
律

第
三

百
三

号
）

で
指

定
さ

れ
て

い
る

毒
物
及
び
劇
物
 

―
 

―
 

そ
の

他
、

毒
物

及
び

劇
物

取
締

法
で

指
定

さ
れ

て
い

る
毒

物
及

び
劇

物
を

使
用

し
た

製
品

(
薬

液
を
入
れ
た
鉛
蓄
電

池
な
ど
）
 

バ
ッ
テ

リ
ー
＊
 

薬
液

を
入

れ
た

鉛
蓄

電

池
で

、
堅

固
な

木
箱

に

入
れ

、
且

つ
、

端
子

が

外
部

に
露

出
し

な
い

よ

う
に
荷

造
し
た
も
の
 

農
薬
 

―
 

硫
黄
剤
 

農
薬

取
締

法
（

昭
和

二

十
三

年
法

律
第

八
十

二

号
）

の
適

用
を

受
け

る

農
薬
 

拡
散

用
高

圧
容

器
に

封

入
し

た
農

薬
で

二
本

以

内
の
も

の
 

―
 

除
虫
菊
剤
 

―
 

燐
剤
 

―
 

Ｄ
Ｎ
剤
 

―
 

燻
蒸
剤
 

―
 

殺
鼠
剤
 

―
 

除
草
剤
 

―
 

展
着
剤
 

―
 

銅
剤
 

―
 

水
銀
剤
 

―
 

ホ
ル
マ
リ
ン
剤
 

―
 

ジ
ネ
ブ
剤
 

―
 

石
灰
剤
 

―
 

砒
素
剤
 

―
 

ニ
コ
チ
ン
剤
 

―
 

デ
リ
ス
剤
 

―
 

Ｂ
Ｈ
Ｃ
剤
 

―
 

Ｄ
Ｄ
Ｔ
剤
 

―
 

鉱
油
剤
 

―
 

そ
の

他
、

農
薬

取
締

法
（

昭
和

二
十

三
年

法
律

第
八
十
二
号
）
の
適

用
を
受
け
る
も
の
 

そ
の
他

危
険
物
 

―
 

生
石
灰
（
酸
化
カ
ル

シ
ウ
ム
）
 

乾
燥
剤
＊
 

破
損

す
る

お
そ

れ
の

な

い
容

器
に

密
閉

し
た

一

個
の

重
量

が
二

十
キ

ロ

グ
ラ
ム
以
内
の
も
の
 

―
 

―
 

塩
化

ア
セ

ト
フ

ェ
ノ

ン
（

ク
ロ

ル
ア

セ
ト

フ
ェ

ノ
ン
）
 

低
温
焼
成
ド
ロ
マ
イ

ト
 

催
涙
ス
プ
レ
ー
＊
 

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

三
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も

の
 

―
 

 
液
体
塩
素
 

―
 

液
体
亜
硫
酸
 

―
 

液
化
シ
ア
ン
化
水
素
（
液
体
青
酸
）
 

―
 

塩
化
エ
チ
ル
 

―
 

塩
化
メ
チ
ル
（
メ
チ
ル
ク
ロ
ラ
イ
ド
）
 

―
 

液
化
酸
化
エ
チ
レ
ン
 

―
 

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
 

―
 

四
 

可
燃
性
 

の
ガ
ス
 

高
圧
 

ガ
ス
 

液
化
 

ガ
ス
 

液
体
メ
タ
ン
 

―
 

そ
の
他
の
液
化
ガ
ス
及
び
そ
の
製
品
 

―
 

五
 

酸
化
性
 

の
物
 

塩
素
酸
 

塩
類
 

―
 

塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
塩
素
酸
ソ
ー
ダ
）
 

―
 

―
 

塩
素
酸
カ
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

塩
素
酸
バ
リ
ウ
ム
（
塩
酸
バ
リ
ウ
ム
）
 

―
 

―
 

塩
素
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
 

―
 

―
 

塩
素
酸
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
 

―
 

―
 

塩
素
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
 

―
 

―
 

そ
の
他
の
塩
素
酸
塩
類
 

―
 

過
塩
素

酸
塩
類
 

―
 

過
塩

素
酸

ア
ン

モ
ニ

ウ
ム

（
過

塩
素

酸
ア

ン
モ

ン
）
 

―
 

―
 

過
塩
素
酸
カ
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

過
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

そ
の
他
の
過
塩
素
酸
塩
類
 

―
 

過
酸
化

物
 

―
 

過
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
過
酸
化
ソ
ー
ダ
）
 

―
 

―
 

過
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
 

―
 

―
 

過
酸
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
 

―
 

―
 

過
酸
化
バ
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

過
酸
化
亜
鉛
 

―
 

―
 

過
酸
化
カ
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

そ
の
他
の
無
機
過
酸
化
物
 

―
 

硝
酸
 

塩
類
 

―
 

硝
石
（
硝
酸
カ
リ
ウ
ム
）
 

肥
料
＊
 

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

二
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

―
 

硝
酸

ア
ン

モ
ニ

ウ
ム

（
硝

酸
ア

ン
モ

ン
又

は
硝

安
）
 

―
 

―
 

硝
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

そ
の
他
の
硝
酸
塩
類
 

―
 

亜
塩
素

酸
塩
類
 

―
 

亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
 

漂
白
剤
＊
 

密
閉

し
た

容
器

に
収

納

し
、

且
つ

、
破

損
す

る

お
そ

れ
の

な
い

よ
う

荷

造
し

た
〇

・
五

リ
ッ

ト

ル
以
内
の
も
の
 

―
 

そ
の
他
の
亜
塩
素
酸
塩
類
 

―
 

次
亜
塩

素
酸
 

塩
類
 

―
 

晒
粉
（
次
亜
塩
素
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
）
 

―
 

―
 

そ
の
他
の
次
亜
塩
素
酸
塩
類
 

―
 

そ
の
他
 

酸
化
性
 

の
物
 

―
 

過
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
 

―
 

―
 

過
硫
酸
カ
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

過
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

三
酸
化
ク
ロ
ー
ム
（
無
水
ク
ロ
ム
酸
）
 

―
 

―
 

そ
の
他
の
酸
化
性
の
物
及
び
製
品
 

―
 

六
 

放
射
性
 

の
物
 

放
射
性
 

物
質
等
 

―
 

放
射

性
同

位
元

素
等

並
び

に
核

原
料

物
質

、
核

燃
料
物
質
及
び
こ
れ
ら
に
汚
染
さ
れ
た
も
の
 

―
 

七
 

そ
の
他

毒
物
・

―
 

硫
酸
 

バ
ッ
テ
リ
ー
液
＊
 

密
閉

し
た

容
器

に
収

納
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附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
三
十
四
号

東
京
都
電
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
電
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
電
車
障
害
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和
五
年
交
通
局
規
程
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
又
は
療
育
手
帳
制
度
要
綱
」
を
「
、
療
育
手
帳
制
度
要
綱
」
に
、
「
第
一
種
知
的
障
害

者
と
」
を
「
又
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
写
真
が
表
示
さ
れ
て
い
る

も
の
に
限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
第
一
種
精
神
障
害
者
及
び
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
た
だ
し
書
中
「
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
又
は
東
京
都
精
神
障
害
者
都
営
交
通
乗
車
証
条

例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
東
京
都
精
神
障
害
者
都
営
交
通
乗
車
証

（
以
下
「
乗
車
証
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
第
六
項
た
だ
し
書
、
第
二
十
八
条
第
五
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
三
十

四
条
第
六
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
十
五
条
第
五
項
中
「
無
料
乗
車
券
」
の
下
に
「
若
し
く
は
乗
車
証
」

を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
三
十
五
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
旅
客
営
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
地
下
高
速
電
車
旅
客
営
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

 
―
 

塩
化
リ
ン
 

―
 

―
 

臭
化
ベ
ン
ジ
ル
 

―
 

―
 

四
塩
化
チ
タ
ン
 

―
 

備
考
 
 

１
 
「
適
用
除
外
の
物
品
」
欄
中

「
物
品
」
欄
に
＊
印
が
記
載
さ
れ

て
い
る
も
の
は
、
日
常
の
用
途
に

使
用
す
る
小
売
店
等
で
通
常

購
入
可
能
な
製
品
を
適
用
除
外
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
例
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 

２
 
農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
適
用
を
受
け
な
い
農
薬
は
、
危
険
品
に
該
当
し
な
い
。
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東
京
都
地
下
高
速
電
車
旅
客
営
業
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
交
通
局
規
程
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
及
び
東
京
都
地
下
高
速
電
車
知
的
障
害
者
旅
客
運
賃
割
引
規
程
」
を
「
、

東
京
都
地
下
高
速
電
車
知
的
障
害
者
旅
客
運
賃
割
引
規
程
」
に
改
め
、
「
「
知
的
障
害
者
割
引
規
程
」

と
い
う
。
）
第
五
条
」
の
下
に
「
及
び
東
京
都
地
下
高
速
電
車
精
神
障
害
者
旅
客
運
賃
割
引
規
程
（
令

和
六
年
交
通
局
規
程
第
三
十
七
号
。
以
下
「
精
神
障
害
者
割
引
規
程
」
と
い
う
。
）
第
五
条
」
を
加
え

る
。第

三
十
七
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
二
条
の
四
に
規
定
す
る
児
童
相
談

所
付
設
の
一
時
保
護
所
並
び
に
同
法
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
三
条

の
二
及
び
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
児
童
養
護
施
設
、
障
害
児
入
所
施
設
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン

タ
ー
、
児
童
心
理
治
療
施
設
及
び
児
童
自
立
支
援
施
設

二　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
保
護
施
設
。

た
だ
し
、
授
産
施
設
を
除
く
。

三　

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
救
護
施
設
、
施
療
施

設
及
び
宿
泊
提
供
施
設
で
前
号
以
外
の
も
の

四　

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
老
人
福
祉
施

設
。
た
だ
し
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
及
び
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。

五　

少
年
院
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
少
年
院
及
び
少
年
鑑
別

所
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
少
年
鑑
別
所

六　

更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
保
護
観
察
所　

第
四
十
二
条
中
「
及
び
知
的
障
害
者
割
引
規
程
」
を
「
、
知
的
障
害
者
割
引
規
程
第
五
条
及
び
精
神

障
害
者
割
引
規
程
」
に
改
め
る
。

第
百
四
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

危
険
品
及
び
他
の
旅
客
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

二　

刃
物
（
他
の
旅
客
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
こ
ん
包
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

三　

暖
炉
及
び
こ
ん
炉
（
乗
車
中
に
使
用
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
及
び
懐
炉
を
除

く
。
た
だ
し
、
不
注
意
等
に
よ
り
内
容
物
が
漏
れ
出
る
こ
と
が
な
い
よ
う
措
置
す
る
こ
と
と
す

る
。
）

四　

死
体	

五　

動
物	

六　

車
両
を
破
損
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

七　

前
各
号
の
ほ
か
不
潔
又
は
臭
気
の
た
め
、
他
の
旅
客
に
迷
惑
を
か
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

第
百
五
条
第
一
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

危
険
品
の
う
ち
適
用
除
外
の
物
品
で
あ
つ
て
、
不
注
意
等
に
よ
り
内
容
物
が
漏
れ
出
る
こ
と
な

ど
が
な
い
よ
う
適
切
な
保
管
対
応
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の

二　

小
鳥
、
昆
虫
、
初
生
ひ
な
又
は
愛
玩
用
小
動
物
及
び
魚
介
類
で
完
全
な
容
器
に
入
れ
、
他
の
旅

客
の
迷
惑
と
な
ら
な
い
も
の

別
表
第
一
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。
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電
気
導
火
線
 

線
 

量
が
三
キ
ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

そ
の
他
の
火
工
品
 

―
 

そ
の

他
 

そ
の

他
、

火
薬

類
取

締
法

（
昭

和
二

十
五

年
法

律
第
百
四
十
九
号
）
で

定
め
る

火
薬

類
 

―
 

一
 

爆
発
性
 

の
物
 

そ
の
他
 

爆
発
性
 

の
物
 

―
 

ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン
 

狭
心
症
用
舌
下

錠
＊
 

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

二
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

―
 

ニ
ト
ロ
セ
ル
ロ
ー
ズ
 

ラ
ッ
カ
ー
ス
プ

レ
ー
＊
 

―
 

過
酸
化
ベ
ン
ゾ
イ
ル
 

ニ
キ
ビ
治
療
薬

＊
 

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

三
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

―
 

ジ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
 

―
 

―
 

ジ
ニ
ト
ロ
ナ
フ
タ
リ

ン
 

―
 

―
 

ジ
ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン
 

―
 

―
 

ジ
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ノ
ー

ル
 

―
 

―
 

ニ
ト
ロ
グ
リ
コ
ー
ル
 

―
 

―
 

ト
リ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ

ン
 

―
 

―
 

ト
リ
ニ
ト
ロ
ト
ル
エ

ン
 

―
 

―
 

ピ
ク
リ
ン
酸
 

―
 

―
 

過
酢
酸
 

―
 

―
 

メ
チ
ル
エ
チ
ル
ケ
ト

ン
過
酸
化
物
 

―
 

―
 

ア
ジ
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

そ
の

他
、

労
働

安
全

衛
生

法
施

行
令

（
昭

和
四

十
七

年
政

令
第

三
百

十
八

号
）

に
お

け
る

危
険

物
「
一
.
爆

発
性

の
物
」
に
該
当
す
る
品
目
 

―
 

 

二
 

発
火
性
 

の
物
 

マ
ッ
チ
 

―
 

安
全
マ
ッ
チ
 

安
全
マ
ッ
チ
 

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

三
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

―
 

硫
化
リ
ン
マ
ッ
チ
 

―
 

―
 

黄
リ
ン
マ
ッ
チ
 

―
 

そ
の
他
 

発
火
性
 

の
物
 

―
 

セ
ル
ロ
イ
ド
類
 

ペ
ン
、
眼
鏡
＊
 

実
重

量
が

三
百

グ
ラ

ム

以
内
の
も
の
 

―
 

金
属
カ
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

金
属
リ
チ
ウ
ム
 

―
 

―
 

金
属
ナ
ト
リ
ウ
ム
（

金
属
ソ
ー
ダ
）
 

―
 

―
 

カ
リ
ウ
ム
ア
マ
ル
ガ

ム
 

―
 

―
 

ナ
ト
リ
ウ
ム
ア
マ
ル

ガ
ム
 

―
 

―
 

マ
グ

ネ
シ

ウ
ム

（
粉

状
箔

状
又

は
ひ

も
状

の
も

の
に
限
る
。
）
 

―
 

―
 

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
粉
 

―
 

―
 

マ
グ

ネ
シ

ウ
ム

粉
及

び
ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
粉

以
外

の
金
属
粉
 

―
 

―
 

黄
リ
ン
 

―
 

―
 

硫
化
リ
ン
 

―
 

―
 

赤
り
ん
 

―
 

―
 

リ
ン
化
石
灰
 

―
 

―
 

リ
ン
化
カ
ル
シ
ウ
ム
 

―
 

―
 

ハ
イ

ド
ロ

サ
ル

フ
ァ

イ
ト

（
亜

二
チ

オ
ン

酸
ナ

ト
リ
ウ
ム
）
 

―
 

―
 

カ
ー
バ
イ
ド
（
炭
化

カ
ル
シ
ウ
ム
）
 

―
 

―
 

そ
の
他
の
発
火
性
の

物
及
び
製
品
 

油
紙

（
刃

物
用

包
装

紙

等
）
＊
 

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

五
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も

の
 

三
 

引
火
性
 

の
物
 

可
燃
性
 

液
体
 

―
 

メ
タ

ノ
ー

ル
（

メ
チ

ル
ア

ル
コ

ー
ル

又
は

木

精
）
 

消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
＊
 

二
リ

ッ
ト

ル
以

内
又

は

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

 

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

 
危
険
品

 
 
品
目
 

番
号
 
大
分
類
 

中
分
類
 

小
分
類
 

危
険
品
の
品
目
 

適
用
除
外
の
物
品
 

物
品
 

重
量
、
数
量
等
 

一
 

爆
発
性
 

の
物
 

火
薬
類
 

火
薬
 

黒
色
火
薬
、
そ
の
他
硝
酸
塩
を
主
と
す
る
火
薬
 

銃
用
火
薬
 

容
器
・
荷
造
と
も
の
重

量
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

内
の
も
の
 

無
煙

火
薬

、
そ

の
他

硝
酸

エ
ス

テ
ル

を
主

と
す

る
火
薬
 

過
塩
素
酸
塩
を
主
と
す
る
火
薬
 

爆
薬
 

雷
こ
う
、
そ
の
他
の
起
爆
薬
 

―
 

硝
安
爆
薬
 

―
 

塩
素
酸
カ
リ
爆
薬
 

―
 

カ
ー
リ
ッ
ト
 

―
 

そ
の

他
の

硝
酸

塩
、

塩
素

酸
塩

又
は

過
塩

素
酸

塩
を
主
と
す
る
爆
薬
 

―
 

硝
酸
エ
ス
テ
ル
 

―
 

ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
類
 

―
 

ニ
ト
ロ
化
合
物
と
こ
れ
を
主
と
す
る
爆
薬
 

―
 

火
工
品
 

雷
管
 

銃
用
雷
管
 

振
動

・
衝

撃
等

に
よ

っ

て
発

火
す

る
お

そ
れ

の

な
い

容
器

に
収

納
し

た

四
百
個
以
内
の
も
の
 

実
包
 

銃
用
実
包
 

弾
帯

又
は

薬
ご

う
に

そ

う
入

し
、

又
は

振
動

・

衝
撃

等
に

よ
っ

て
発

火

す
る

お
そ

れ
の

な
い

容

器
に

収
納

し
た

二
百

個

以
内

（
競

技
用

の
口

径

〇
・

二
二

イ
ン

チ
以

内

の
ラ

イ
フ

ル
銃

用
実

包

又
は

拳
銃

用
実

包
に

あ

っ
て

は
八

百
個

以
内

）

の
も
の
 

空
包
 

銃
用
空
包
 

弾
帯
又
は
薬
ご
う
に
そ

う
入
し
、
又
は
振
動
・

衝
撃
等
に
よ
っ
て
発
火

す
る
お
そ
れ
の
な
い
容

器
に
収
納
し
た
二
百
個

以
内
の
も
の
 

信
管
 

―
 

火
管
 

―
 

導
爆
線
 

―
 

雷
管
又
は
火
管
付
薬
き
ょ
う
 

銃
用
雷
管
付
薬
き
ょ
う
 

振
動

・
衝

撃
等

に
よ

っ

て
発

火
す

る
お

そ
れ

の

な
い

容
器

に
収

納
し

た

四
百
個
以
内
の
も
の
 

火
薬
又
は
爆
薬
を
装
て
ん
し
た
弾
丸
類
 

―
 

星
火
を
発
す
る
榴
弾
 

―
 

救
命
索
発
射
器
用
ロ
ケ
ッ
ト
 

―
 

煙
火
 

―
 

が
ん
具
煙
火
 

が
ん
具
煙
火
（
お
も
ち

ゃ
花
火
、
発
炎
筒

＊
）
、
競
技
用
紙
雷
管

及
び
そ
の
他
の
が
ん
具

用
軽
火
工
品
 

容
器
・
荷
造
と
も
の
重

量
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

内
の
も
の
 

競
技
用
紙
雷
管
（
大
形
紙
雷
管
を
含
む
。
）
 

導
火
線
 

導
火
線
又
は
電
気
導
火

容
器
・
荷
造
と
も
の
重
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―
 

エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
 

―
 

―
 

酢
酸
ノ
ル
マ
ル
-
ペ
ン
チ
ル
 

―
 

―
 

イ
ソ
ペ
ン
チ
ル
ア
ル

コ
ー
ル
 

―
 

―
 

メ
チ
ル
エ
チ
ル
ケ
ト

ン
 

―
 

そ
の
他
 

―
 

そ
の
他
の
引
火
性
の

物
及
び
そ
の
製
品
 

ペ
ン
キ
＊
 

二
リ

ッ
ト

ル
以

内
又

は

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

二
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も

の
 

四
 

可
燃
性
 

の
ガ
ス
 

高
圧
 

ガ
ス
 

圧
縮
 

ガ
ス
 

酸
素
ガ
ス
 

酸
素
ボ

ン
ベ
、
 

酸
素
缶
＊
 

医
療

用
又

は
携

帯
用

酸

素
容

器
に

封
入

し
た

酸

素
ガ

ス
で

二
本

以
内

の

も
の
 

炭
酸
ガ
ス
（
二
酸
化
炭

素
）
 

消
火
器
 

消
火

器
内

に
封

入
し

た

炭
酸

ガ
ス

で
二

本
以

内

の
も

の
 

炭
酸

ガ
ス

カ
ー

ト
リ

ッ

ジ
＊
 

二
リ

ッ
ト

ル
以

内
又

は

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

二
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

天
然
ガ
ス
 

プ
ロ

パ
ン
ガ

ス
＊
 

水
素
ガ
ス
 

水
素

ガ
ス
吸

入
器
＊
 

窒
素
ガ
ス
 

窒
素

ガ
ス
ボ

ン
ベ
＊
 

オ
ゾ
ン
 

オ
ゾ

ン
発
生

器
＊
 

ヘ
リ
ウ
ム
 

ヘ
リ

ウ
ム
ガ

ス
＊
 

ネ
オ
ン
ガ
ス
 

ネ
オ

ン
管
＊
 

ア
セ
チ
レ
ン
ガ
ス
 

―
 

硫
化
水
素
ガ
ス
 

―
 

一
酸
化
炭
素
ガ
ス
 

―
 

石
炭
ガ
ス
 

―
 

水
性
ガ
ス
 

―
 

空
気
ガ
ス
 

―
 

ア
ン
モ
ニ
ア
ガ
ス
 

―
 

塩
素
ガ
ス
 

―
 

亜
酸
化
窒
素
ガ
ス
（
笑

気
ガ
ス

）
 

―
 

ホ
ス
ゲ
ン
ガ
ス
 

―
 

ア
ル
ゴ
ン
 

―
 

エ
タ
ン
 

―
 

エ
チ
レ
ン
 

―
 

メ
タ
ン
 

―
 

そ
の
他
の
圧
縮
ガ
ス
及

び
そ
の

製
品
 

―
 

液
化
 

ガ
ス
 

液
体

炭
酸
 

消
火
器
 

消
火

器
内

に
封

入
し

た

炭
酸

ガ
ス

で
二

本
以

内

の
も
の
 

液
化
プ
ロ
パ
ン
 

プ
ロ

パ
ン
ガ

ス
＊
 

二
リ

ッ
ト

ル
以

内
又

は

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

二
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の

も
の
 

フ
レ
オ
ン
―
1
2 

エ
ア

ゾ
ー

ル
噴

射
剤

、

エ
ア
コ
ン
ガ
ス
＊
 

フ
レ
オ
ン
―
2
2 

エ
ア

ゾ
ー

ル
噴

射
剤

、

エ
ア
コ
ン
ガ
ス
＊
 

ブ
タ
ン
 

ラ
イ

タ
ー

、
カ

セ
ッ

ト

ガ
ス

ボ
ン
ベ
＊
 

液
体
空
気
 

―
 

液
体
窒
素
 

―
 

液
体
酸
素
 

―
 

液
体
ア
ン
モ
ニ
ア
 

―
 

 
―
 

ア
セ
ト
ン
 

ネ
イ
ル
リ
ム
ー
バ
ー
＊
 

量
が

二
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

―
 

コ
ロ
ジ
オ
ン
 

水
絆

創
膏

、
角

質
軟

化

剤
＊
 

―
 

ブ
タ
ノ
ー
ル
（
ブ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
）
 

希
釈
用
ア
ル
コ
ー
ル
＊
 

―
 

松
根
油
 

絵
具
用
溶
剤
＊
 

―
 

テ
レ
ビ
ン
油
（
松
精
油
）
 

絵
具
用
溶
剤
＊
 

―
 

エ
タ
ノ
ー
ル
 

消
毒

用
エ

タ
ノ

ー
ル

、

除
菌
ス
プ
レ
ー
＊
 

三
 

引
火
性
 

の
物
 

可
燃
性
 

液
体
 

―
 

酢
酸
 

食
用

酢
酸

、
掃

除
用

酢

酸
、
農
業
用
酢
酸
＊
 

二
リ

ッ
ト

ル
以

内
又

は

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

二
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

―
 

鉱
油
原
油
 

皮
膚

の
保

護
剤

、
保

湿

剤
、

化
粧

品
（

ロ
ー

シ

ョ
ン

、
ク

リ
ー

ム
等

）

＊
 

―
 

ア
ル
コ
ー
ル
（
変
性
ア
ル
コ
ー
ル
を
含
む
。
）
 

酒
類
＊
 

―
 

揮
発
油
 

―
 

―
 

ソ
ル
ベ
ン
ト
ナ
フ
タ
 

―
 

―
 

コ
ー
ル
タ
ー
ル
軽
油
 

―
 

―
 

ベ
ン
ゼ
ン
（
ベ
ン
ゾ
ー
ル
）
 

―
 

―
 

ト
ル
エ
ン
（
ト
ル
オ
ー
ル
）
 

―
 

―
 

キ
シ
レ
ン
（
キ
シ
ロ
ー
ル
又
は
ザ
イ
ロ
ー
ル
）
 

―
 

―
 

二
硫
化
炭
素
 

―
 

―
 

酢
酸
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
 

―
 

―
 

エ
ー
テ
ル
 

―
 

―
 

ク
ロ
ロ
シ
ラ
ン
 

―
 

―
 

ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
 

―
 

―
 

パ
ラ
ア
ル
デ
ヒ
ド
 

―
 

―
 

ジ
エ
チ
ル
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
 

―
 

―
 

モ
ノ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
 

―
 

―
 

ト
リ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
の
水
溶
液
 

―
 

―
 

ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
 

―
 

―
 

ピ
リ
ジ
ン
 

―
 

―
 

酢
酸
ア
ル
ミ
 

―
 

―
 

酢
酸
エ
チ
ル
 

―
 

―
 

酢
酸
メ
チ
ル
 

―
 

―
 

義
酸
エ
チ
ル
 

―
 

―
 

プ
ロ
ピ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
 

―
 

―
 

ビ
ニ
ル
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
 

―
 

―
 

臭
化
エ
チ
ル
（
エ
チ
ル
ブ
ロ
マ
イ
ド
）
 

―
 

―
 

酢
酸
ブ
チ
ル
 

―
 

―
 

フ
ー
ゼ
ル
油
 

―
 

―
 

灯
油
（
石
油
）
 

―
 

―
 

軽
油
（
ガ
ス
油
）
 

―
 

―
 

重
油
（
バ
ン
カ
ー
油
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
重
油
）
 

―
 

―
 

ガ
ソ
リ
ン
 

―
 

―
 

ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
（
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゾ
ー
ル
）
 
 

―
 

―
 

ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン
（
ニ
ト
ロ
ト
ル
オ
ー
ル
）
 

―
 

―
 

エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
 

―
 

―
 

酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
 

―
 

―
 

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
 

―
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危
険
物
 

劇
物
 

―
 

塩
酸
 

ト
イ

レ
用

強
力

洗
浄

剤

＊
 

し
、

且
つ

、
破

損
す

る

お
そ

れ
の

な
い

よ
う

荷

造
し

た
〇

・
五

リ
ッ

ト

ル
以
内

の
も
の
 

―
 

硝
酸
 

―
 

―
 

塩
化

ス
ル

ホ
ン

酸
（

塩
化

ス
ル

フ
リ

ル
を

含

む
。
）
 

―
 

―
 

沸
化
水
素
酸
 

―
 

―
 

硫
酸
ジ
メ
チ
ル
（
ジ

メ
チ
ル
硫
酸
）
 

―
 

七
 

そ
の
他

危
険
物
 

毒
物
・

劇
物
 

―
 

フ
ェ

ロ
シ
リ
コ

ン
 

―
 

―
 

塩
化
硫
黄
 

―
 

―
 

ク
ロ
ル
ピ
ク
リ
ン
 

―
 

―
 

四
エ
チ
ル
鉛
 

―
 

―
 

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
 

―
 

―
 

臭
素
（
ブ
ロ
ム
）
 

―
 

―
 

ホ
ル
マ
リ
ン
 

―
 

―
 

そ
の

他
、

毒
物

及
び

劇
物

取
締

法
（

昭
和

二
十

五
年

法
律

第
三

百
三

号
）

で
指

定
さ

れ
て

い
る

毒
物
及
び
劇
物
 

―
 

―
 

そ
の

他
、

毒
物

及
び

劇
物

取
締

法
で

指
定

さ
れ

て
い

る
毒

物
及

び
劇

物
を

使
用

し
た

製
品

(
薬

液
を
入
れ
た
鉛
蓄
電

池
な
ど
）
 

バ
ッ
テ

リ
ー
＊
 

薬
液

を
入

れ
た

鉛
蓄

電

池
で

、
堅

固
な

木
箱

に

入
れ

、
且

つ
、

端
子

が

外
部

に
露

出
し

な
い

よ

う
に
荷

造
し
た
も
の
 

農
薬
 

―
 

硫
黄
剤
 

農
薬

取
締

法
（

昭
和

二

十
三

年
法

律
第

八
十

二

号
）

の
適

用
を

受
け

る

農
薬
 

拡
散

用
高

圧
容

器
に

封

入
し

た
農

薬
で

二
本

以

内
の
も

の
 

―
 

除
虫
菊
剤
 

―
 

燐
剤
 

―
 

Ｄ
Ｎ
剤
 

―
 

燻
蒸
剤
 

―
 

殺
鼠
剤
 

―
 

除
草
剤
 

―
 

展
着
剤
 

―
 

銅
剤
 

―
 

水
銀
剤
 

―
 

ホ
ル
マ
リ
ン
剤
 

―
 

ジ
ネ
ブ
剤
 

―
 

石
灰
剤
 

―
 

砒
素
剤
 

―
 

ニ
コ
チ
ン
剤
 

―
 

デ
リ
ス
剤
 

―
 

Ｂ
Ｈ
Ｃ
剤
 

―
 

Ｄ
Ｄ
Ｔ
剤
 

―
 

鉱
油
剤
 

―
 

そ
の

他
、

農
薬

取
締

法
（

昭
和

二
十

三
年

法
律

第
八
十
二
号
）
の
適

用
を
受
け
る
も
の
 

そ
の
他

危
険
物
 

―
 

生
石
灰
（
酸
化
カ
ル

シ
ウ
ム
）
 

乾
燥
剤
＊
 

破
損

す
る

お
そ

れ
の

な

い
容

器
に

密
閉

し
た

一

個
の

重
量

が
二

十
キ

ロ

グ
ラ
ム
以
内
の
も
の
 

―
 

―
 

塩
化

ア
セ

ト
フ

ェ
ノ

ン
（

ク
ロ

ル
ア

セ
ト

フ
ェ

ノ
ン
）
 

低
温
焼
成
ド
ロ
マ
イ

ト
 

催
涙
ス
プ
レ
ー
＊
 

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

三
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も

の
 

―
 

 
液
体
塩
素
 

―
 

液
体
亜
硫
酸
 

―
 

液
化
シ
ア
ン
化
水
素
（
液
体
青
酸
）
 

―
 

塩
化
エ
チ
ル
 

―
 

塩
化
メ
チ
ル
（
メ
チ
ル
ク
ロ
ラ
イ
ド
）
 

―
 

液
化
酸
化
エ
チ
レ
ン
 

―
 

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
 

―
 

四
 

可
燃
性
 

の
ガ
ス
 

高
圧
 

ガ
ス
 

液
化
 

ガ
ス
 

液
体
メ
タ
ン
 

―
 

そ
の
他
の
液
化
ガ
ス
及
び
そ
の
製
品
 

―
 

五
 

酸
化
性
 

の
物
 

塩
素
酸
 

塩
類
 

―
 

塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
塩
素
酸
ソ
ー
ダ
）
 

―
 

―
 

塩
素
酸
カ
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

塩
素
酸
バ
リ
ウ
ム
（
塩
酸
バ
リ
ウ
ム
）
 

―
 

―
 

塩
素
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
 

―
 

―
 

塩
素
酸
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
 

―
 

―
 

塩
素
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
 

―
 

―
 

そ
の
他
の
塩
素
酸
塩
類
 

―
 

過
塩
素

酸
塩
類
 

―
 

過
塩

素
酸

ア
ン

モ
ニ

ウ
ム

（
過

塩
素

酸
ア

ン
モ

ン
）
 

―
 

―
 

過
塩
素
酸
カ
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

過
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

そ
の
他
の
過
塩
素
酸
塩
類
 

―
 

過
酸
化

物
 

―
 

過
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
過
酸
化
ソ
ー
ダ
）
 

―
 

―
 

過
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
 

―
 

―
 

過
酸
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
 

―
 

―
 

過
酸
化
バ
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

過
酸
化
亜
鉛
 

―
 

―
 

過
酸
化
カ
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

そ
の
他
の
無
機
過
酸
化
物
 

―
 

硝
酸
 

塩
類
 

―
 

硝
石
（
硝
酸
カ
リ
ウ
ム
）
 

肥
料
＊
 

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

二
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

―
 

硝
酸

ア
ン

モ
ニ

ウ
ム

（
硝

酸
ア

ン
モ

ン
又

は
硝

安
）
 

―
 

―
 

硝
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

そ
の
他
の
硝
酸
塩
類
 

―
 

亜
塩
素

酸
塩
類
 

―
 

亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
 

漂
白
剤
＊
 

密
閉

し
た

容
器

に
収

納

し
、

且
つ

、
破

損
す

る

お
そ

れ
の

な
い

よ
う

荷

造
し

た
〇

・
五

リ
ッ

ト

ル
以
内
の
も
の
 

―
 

そ
の
他
の
亜
塩
素
酸
塩
類
 

―
 

次
亜
塩

素
酸
 

塩
類
 

―
 

晒
粉
（
次
亜
塩
素
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
）
 

―
 

―
 

そ
の
他
の
次
亜
塩
素
酸
塩
類
 

―
 

そ
の
他
 

酸
化
性
 

の
物
 

―
 

過
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
 

―
 

―
 

過
硫
酸
カ
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

過
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

三
酸
化
ク
ロ
ー
ム
（
無
水
ク
ロ
ム
酸
）
 

―
 

―
 

そ
の
他
の
酸
化
性
の
物
及
び
製
品
 

―
 

六
 

放
射
性
 

の
物
 

放
射
性
 

物
質
等
 

―
 

放
射

性
同

位
元

素
等

並
び

に
核

原
料

物
質

、
核

燃
料
物
質
及
び
こ
れ
ら
に
汚
染
さ
れ
た
も
の
 

―
 

七
 

そ
の
他

毒
物
・

―
 

硫
酸
 

バ
ッ
テ
リ
ー
液
＊
 

密
閉

し
た

容
器

に
収

納
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附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
三
十
六
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
精
神
障
害
者
旅
客
運
賃
割
引
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
地
下
高
速
電
車
精
神
障
害
者
旅
客
運
賃
割
引
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
精
神
障
害
者
旅
客
運
賃
割
引
規
程
（
令
和
六
年
交
通
局
規
程
第
三
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
の
各
駅
相
互
間
」
を
「
及
び
連
絡
運
輸
取
扱
各
駅
相
互
間
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
障
害
等
級
の
判
定
基
準
に
つ
い

て
（
平
成
七
年
九
月
十
二
日
健
医
発
第
千
百
三
十
三
号
厚
生
省
保
健
医
療
局
長
通
知
）
に
定
め
る
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
障
害
等
級
判
定
基
準
に
規
定
す
る
障
害
等
級
一
級
（
精
神
障
害
で
あ
っ
て
、
日

常
の
生
活
の
用
を
弁
ず
る
こ
と
を
不
能
な
ら
し
め
る
程
度
の
も
の
）
と
判
定
さ
れ
た
者
」
を
削
り
、
同

条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
精
神
障
害
者
を
、
次
に
掲
げ
る
第
一
種
精
神
障
害
者
及
び
第
二
種
精
神
障
害
者
に
分
け
る
。

一　

「
第
一
種
精
神
障
害
者
」
と
は
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
障
害
等
級
の
判
定
基
準
に
つ

い
て
（
平
成
七
年
九
月
十
二
日
健
医
発
第
千
百
三
十
三
号
厚
生
省
保
健
医
療
局
長
通
知
）
に
定
め

る
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
障
害
等
級
判
定
基
準
に
規
定
す
る
障
害
等
級
一
級
（
精
神
障
害
で

あ
っ
て
、
日
常
の
生
活
の
用
を
弁
ず
る
こ
と
を
不
能
な
ら
し
め
る
程
度
の
も
の
）
と
判
定
さ
れ
た

者
を
い
う
。

二　

「
第
二
種
精
神
障
害
者
」
と
は
、
前
号
以
外
の
者
を
い
う
。

第
四
条
第
一
項
中
「
精
神
障
害
者
は
」
を
「
精
神
障
害
者
が
、
第
一
種
精
神
障
害
者
及
び
定
期
乗
車

券
を
使
用
す
る
十
二
歳
未
満
の
第
二
種
精
神
障
害
者
で
あ
る
と
き
は
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

精
神
障
害
者
及
び
介
護
者
に
対
し
て
割
引
の
取
扱
い
を
す
る
乗
車
券
（
以
下
「
割
引
乗
車
券
」
と

 
―
 

塩
化
リ
ン
 

―
 

―
 

臭
化
ベ
ン
ジ
ル
 

―
 

―
 

四
塩
化
チ
タ
ン
 

―
 

備
考
 
 

１
 
「
適
用
除
外
の
物
品
」
欄
中

「
物
品
」
欄
に
＊
印
が
記
載
さ
れ

て
い
る
も
の
は
、
日
常
の
用
途
に

使
用
す
る
小
売
店
等
で
通
常

購
入
可
能
な
製
品
を
適
用
除
外
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
例
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 

２
 
農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
適
用
を
受
け
な
い
農
薬
は
、
危
険
品
に
該
当
し
な
い
。
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い
う
。
）
の
種
類
及
び
発
売
の
条
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

普
通
乗
車
券　

第
一
種
精
神
障
害
者
が
介
護
者
と
と
も
に
乗
車
す
る
場
合
に
発
売
す
る
。

二　

定
期
乗
車
券　

第
一
種
精
神
障
害
者
又
は
十
二
歳
未
満
の
第
二
種
精
神
障
害
者
が
介
護
者
と
と

も
に
乗
車
す
る
場
合
に
発
売
す
る
。

三　

回
数
乗
車
券　

第
一
種
精
神
障
害
者
が
介
護
者
と
と
も
に
乗
車
す
る
場
合
に
発
売
す
る
。

第
五
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
精
神
障
害
者
が
六
歳
未
満
の
幼
児
又
は
乳
児
（
以
下
「
乳
幼
児
」

と
い
う
。
）
の
場
合
、
旅
客
営
業
規
程
第
十
四
条
の
五
第
三
項
の
規
定
を
適
用
し
て
当
該
精
神
障
害

者
は
無
賃
と
し
て
取
り
扱
い
、
こ
の
場
合
、
介
護
者
に
対
し
て
は
割
引
乗
車
券
を
単
独
で
発
売
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
介
護
者
が
無
賃
で
随
伴
で
き
る
乳
幼
児
は
、
当
該
精
神
障
害
者
を
含
め
、

二
人
ま
で
と
す
る
。

４　

精
神
障
害
者
に
対
し
て
通
学
定
期
乗
車
券
を
発
売
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
介
護
者
に
対
し
て
発

売
す
る
定
期
乗
車
券
は
、
通
勤
定
期
乗
車
券
に
限
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
中
「
地
下
高
速
電
車
」
の
下
に
「
及
び
連
絡
運
輸
取
扱
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書

を
加
え
る
。

た
だ
し
、
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
の
割
引
区
間
は
、
地
下
高
速
電

車
の
各
駅
相
互
間
と
す
る
。

第
七
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
小
児
定
期
乗
車
券
に
対
し
て
は
、
旅
客
運
賃
の
割
引
を
し
な
い
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
三
十
七
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
連
絡
運
輸
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
地
下
高
速
電
車
連
絡
運
輸
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
連
絡
運
輸
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
交
通
局
規
程
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
六　

削
除

第
二
条
第
二
項
第
一
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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新

宿
線
 

各
駅
 

森
下

駅

(
内
) 

大
江

戸
線
 

蔵
前

駅
 

浅
草

線
 

新
宿

線
 

各
駅
 

 
 

 
 

本
八

幡

駅
・

京

成
八

幡

駅
 

松
戸

線
 

各
駅
 

新
宿

線
 

各
駅
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本
八

幡

駅
・

京

成
八

幡

駅
 

本
線
 

東
成

田
線
 

千
葉

線
 

千
原

線
 

押
上

線
 

金
町

線
 

各
駅
 

三
田

線
 

各
駅
 

神
保

町
駅
 

新
宿

線
 

 
 

 
 

大
江

戸
線
 

(
外
)
大

門
駅

～
代
々

木
駅

(内
)
春

日
駅
～

都
庁

前
駅
、
光

が
丘

駅
～

西
新
宿
五

丁
目

駅
 

新
宿

駅
 

新
宿

線
 

 
 

 
 

大
江

戸
線
 

(
外
)
都

庁
前

駅
～
両

国
駅

(内
)
光

が
丘
駅

～
清

澄
白
河
駅
 

森
下

駅
 

新
宿

線
 

 
 

 
 

浅
草

線
 

各
駅
 

東
日

本
橋

駅
・

馬
喰

横
山

駅
 

新
宿

線
 

 
 

 
 

浅
草

線
 

浅
草

駅
～
押

上
駅
 

蔵
前

駅

(
外
) 

大
江

戸
線
 

森
下

駅
 

新
宿

線
 

浅
草

線
 

西
馬

込
駅
～

三
田
駅
 

大
門

駅

(
内
) 

大
江

戸
線
 

森
下

駅
 

新
宿

線
 

三
田

線
 

目
黒

駅
～
神

保
町
駅
 

三
田

駅
 

浅
草

線
 

東
日

本
橋

駅
・

馬
喰
横

山
駅
 

新
宿

線
 

三
田

線
 

神
保

町
駅
～

西
高
島

平
駅
 

春
日

駅

(
外
) 

大
江

戸
線
 

森
下

駅
 

新
宿

線
 

大
江

戸
線
 

(
外
)
都

庁
前

駅
～
飯

田
橋

駅
 

春
日

駅
 

三
田

線
 

神
保

町
駅
 

新
宿

線
 

大
江

戸
線
 

(
外
)
森

下
駅

～
汐
留

間
駅

(内
)
新

宿
駅
～

赤
羽

橋
駅
 

大
門

駅
 

浅
草

線
 

東
日

本
橋

駅
・

馬
喰
横

山
駅
 

新
宿

線
 

 

二
 

東
日
本

線
経
由
 

取
扱

連
絡
乗
車

券

の
種

別
 

連
絡

区
域
 

地
下

高
速
電
車
 

接
続

駅
 

東
日

本
線
 

接
続

駅
 

京
成

線
 

線
名
 

発
着

駅
 

線
名
 

線
名
 

発
着

駅
 

通
勤

定
期
乗
車

券
 

通
学

定
期
乗
車

券
 

浅
草

線
 

 

各
駅
 

 

東
日

本
橋
駅
・

馬
喰

町
駅
・

新
橋

駅
 

総
武

線
 

津
田

沼
駅
・

新
津

田
沼
駅
 

松
戸

線
 

各
駅
 

三
田

線
 

西
高

島
平
駅
～

春
日

駅
 

巣
鴨

駅
 

山
手

線
 

日
暮

里
駅
 

本
線
 

東
成

田
線
 

各
駅
 

第
一

 
京
成

線
 

一
 

押
上
駅

／
本
八

幡
駅
接

続
 

取
扱

連
絡
乗
車

券

の
種

別
 

連
絡

区
域
 

地
下

高
速
電
車
 

接
続

駅
 

京
成

線
 

地
下

高
速
電
車
1 

地
下

高
速
電

車
2
 

地
下

高
速
電

車
3 

線
名
 

発
着

駅
 

乗
換

駅
 

線
名
 

乗
換

駅
 

線
名
 

線
名
 

発
着

駅
 

片
道

普
通
乗
車

券
 

往
復

普
通
乗
車

券
 

団
体

乗
車
券
 

浅
草

線
 

三
田

線
 

新
宿

線
 

大
江

戸
線
 

各
駅
 

 
 

 
 

 
 

 
 

押
上

駅
 

本
線
 

東
成

田
線
 

千
葉

線
 

押
上

線
 

金
町

線
 

成
田

空
港
線
 

各
駅

(た
だ

し
、

本
線
及

び
成

田
空
港

線
の

両
線
を

空
港

第
2
ビ

ル
駅

で
乗
り

継
ぐ

経
路
を

含
む

場
合
を

除
く

。
) 

団
体

乗
車
券
 

新
宿

線
 

大
江

戸
線
 

各
駅
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本
八

幡

駅
・

京

成
八

幡

駅
 

本
線
 

東
成

田
線
 

千
葉

線
 

押
上

線
 

金
町

線
 

各
駅
 

通
勤

定
期
乗
車

券
 

通
学

定
期
乗
車

券
 

浅
草

線
 

各
駅
 

 
 

 
 

押
上

駅
 

松
戸

線
 

各
駅
 

浅
草

線
 

各
駅
 

 
 

 
 

 
 

 
 

押
上

駅
 

本
線
 

東
成

田
線
 

千
葉

線
 

千
原

線
 

押
上

線
 

金
町

線
 

成
田

空
港
線
 

 

各
駅

(た
だ

し
、

本
線
及

び
成

田
空
港

線
の

両
線
を

空
港

第
2
ビ

ル
駅

で
乗
り

継
ぐ

経
路
を

含
む

場
合
を

除
く

。
) 

三
田

線
 

各
駅
 

三
田

駅
 

浅
草

線
 

 
 

 
 

三
田

線
 

各
駅
 

神
保

町
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新
宿
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馬
喰

横
山

駅
・

東
日
本

橋
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浅
草
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三
田

線
 

各
駅
 

春
日
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(
外
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大
江
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蔵
前
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浅
草
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新
宿
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各
駅
 

馬
喰

横
山

駅
・

東
日

本
橋

駅
 

浅
草

線
 

 
 

 
 

大
江

戸
線
 

(
外
)
森

下
駅

～
汐
留

駅
(
内
)
光
が

丘
駅
～

赤
羽

橋
駅
 

大
門

駅
 

浅
草

線
 

 
 

 
 

大
江

戸
線
 

(
外
)
大

門
駅

～
代
々

木
駅

(内
)
春

日
駅
～

都
庁

前
駅
、
光

が
丘

駅
～

西
新
宿
五

丁
目

駅
 

新
宿

駅
 

新
宿

線
 

馬
喰

横
山

駅
・

東
日
本

橋
駅
 

浅
草

線
 

大
江

戸
線
 

(
外
)
光

が
丘

駅
～
新

御
徒
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(
内
)
光
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丘
駅

～
両
国
駅
 

蔵
前

駅
 

浅
草

線
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期
乗

車

券
 

大
江

戸
線
 

(
内
)
光

が
丘

駅
～

月
島

駅
、
(
外
)
光

が
丘

駅
～
清
澄

白

河
駅
 

門
前

仲
町
駅
 

大
江

戸
線
 

(
内
)
新

御
徒

町
駅

～
春

日
駅
、
(
外

)

国
立

競
技
場
駅

～

牛
込

神
楽
坂
駅

、

光
が

丘
駅
～
西

新

宿
五

丁
目
駅
 

飯
田

橋
駅
 

 五
 

京
成
線

・
北
総

線
経
由
 

取
扱

連
絡

乗
車

券
の

種
別
 

連
絡

区
域
 

地
下

高
速
電
車
 

接
続

駅
 

京
成

線
 

接
続

駅
 

北
総

線
 

接
続

駅
 

京
成

線
 

線
名
 

発
着

駅
 

線
名
 

線
名
 

線
名
 

発
着

駅
 

通
勤

定
期

乗
車

券
 

通
学

定
期

乗
車

券
 

浅
草

線
 

各
駅
 

押
上

駅
 

押
上

線
 

京
成

高
砂
駅
 

北
総

線
 

新
鎌

ヶ
谷
駅
 

松
戸

線
 

各
駅
 

   

千
葉

線
 

千
原

線
 

押
上

線
 

金
町

線
 

三
田

線
 

各
駅
 

水
道

橋
駅
 

中
央

線
・
総

武
線
 

京
成

津
田
沼

駅
 

松
戸

線
 

各
駅
 

新
宿

線
 

各
駅
 

東
日

本
橋
駅

・
馬
喰

町
駅
・

本
八

幡
駅
 

総
武

線
 

 

三
 

東
京
メ

ト
ロ
線

・
東
日

本
線
経

由
 

取
扱

連
絡

乗
車

券
の

種
別
 

連
絡

区
域
 

地
下

高
速
電
車
 

接
続

駅
 

東
京

メ
ト

ロ
線
 

接
続

駅
 

東
日

本
線
 

接
続

駅
 

京
成

線
 

線
名
 

発
着

駅
 

線
名
 

線
名
 

線
名
 

発
着

駅
 

通
勤

定
期

乗
車

券
 

通
学

定
期

乗
車

券
 

三
田

駅
 

各
駅
 

大
手

町
駅
 

千
代

田
線
 

北
千

住
駅
 

常
磐

線
 

松
戸

駅
 

松
戸

線
 

各
駅
 

新
宿

線
 

各
駅
 

小
川

町
駅
・

新
御

茶
ノ
水

駅
 

浅
草

線
 

各
駅
 

日
本

橋
駅
 

東
西

線
 

西
船

橋
駅
 

総
武

線
 

津
田

沼
駅
・

新
津

田
沼
駅
 

松
戸

線
 

各
駅
 

三
田

駅
 

各
駅
 

大
手

町
駅
 

新
宿

線
 

新
宿

駅
～
市

ヶ

谷
駅
 

九
段

下
駅
 

大
江

戸
線
 

(
内
)
光

が
丘

駅

～
月

島
駅
、

(
外
)
光

が
丘

駅

～
清

澄
白
河
駅
 

門
前

仲
町
駅
 

大
江

戸
線
 

(
内
)
新

御
徒

町

駅
～

春
日
駅
、

(
外
)
国

立
競

技

場
駅

～
牛
込
神

楽
坂

駅
、
光
が

丘
駅

～
西
新
宿

五
丁

目
駅
 

飯
田

橋
駅
 

 四
 

東
京
メ

ト
ロ
線

・
東
葉

高
速
線

経
由

 

取
扱

連

絡
乗

車

券
の

種

別
 

連
絡

区
域
 

地
下

高
速
電
車
 

接
続

駅
 

東
京

メ
ト
ロ

線
 

接
続

駅
 

東
葉

高
速
線
 

接
続

駅
 

京
成

線
 

線
名
 

発
着

駅
 

線
名
 

線
名
 

線
名
 

発
着

駅
 

通
勤

定

期
乗

車

券
 

通
学

定

浅
草

線
 

各
駅
 

日
本

橋
駅
 

東
西

線
 

西
船

橋
駅
 

東
葉

高
速
線
 

北
習

志
野
駅
 

松
戸

線
 

各
駅
 

三
田

線
 

各
駅
 

大
手

町
駅
 

新
宿

線
 

新
宿

駅
～
市

ヶ
谷

駅
 

九
段

下
駅
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と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
中
「
認
め
た
も
の
」
の
下
に
「
（
以
下
「
精
神
障
害
者
手
帳
等
」
と
い

う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
精
神
障
害
者
が
六
歳
未
満
の
乳
幼
児
の
場
合
、
当
該
精
神
障
害

者
は
無
賃
と
し
て
取
り
扱
い
、
介
護
者
に
対
し
て
は
、
割
引
普
通
乗
車
券
を
単
独
で
発
売
す
る
も
の

と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
三
中
「
前
条
」
を
「
第
二
十
四
条
」
に
、
「
身
体
障
害
者
手
帳
若
し
く
は
療
育
手
帳

又
は
そ
れ
ら
の
手
帳
保
有
者
の
本
人
確
認
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
交
通
局
長
が
認
め

た
も
の
」
を
「
身
体
障
害
者
手
帳
等
又
は
療
育
手
帳
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
四
中
「
精
神
障
害
者
手
帳
又
は
手
帳
保
有
者
の
本
人
確
認
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
し
て
交
通
局
長
が
認
め
た
も
の
」
を
「
精
神
障
害
者
手
帳
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
四
十
二
条
」
の
下
に
「
、
第
四
十
三
条
」
を
加
え
、
「
、
第
四

十
三
条
の
三
」
を
削
り
、
「
知
的
障
害
児
施
設
、
盲
ろ
う
あ
児
施
設
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
」
を
「
障

害
児
入
所
施
設
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
、
児
童
心
理
治
療
施
設
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中

「
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
九
号
）
第
一
条
」
を
「
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第

三
条
」
に
、
「
同
法
第
十
六
条
」
を
「
少
年
鑑
別
所
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
三

条
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
犯
罪
者
予
防
更
生
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
二
号
）
第
十

八
条
」
を
「
更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
身
体
障
害
者
手
帳
又
は
身
体
障
害
者
手
帳
保
有
者
の
本
人
確
認
に
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
交
通
局
長
が
認
め
た
も
の
」
を
「
身
体
障
害
者
手
帳
等
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
身
体
障
害
者
が
六
歳
未
満
の
乳
幼
児
の
場
合
、
当
該
身
体
障
害

者
は
無
賃
と
し
て
取
り
扱
い
、
介
護
者
に
対
し
て
は
、
割
引
定
期
乗
車
券
を
単
独
で
発
売
す
る
も
の

と
す
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
療
育
手
帳
又
は
療
育
手
帳
保
有
者
の
本
人
確
認
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
し
て
交
通
局
長
が
認
め
た
も
の
」
を
「
療
育
手
帳
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五

第
二
条
第
二
項
第
十
六
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六　

削
除	

第
八
条
中
「
「
身
体
障
害
者
割
引
規
程
」
と
い
う
。
）
及
び
」
を
「
「
身
体
障
害
者
割
引
規
程
」
と

い
う
。
）
、
」
に
改
め
、
「
「
知
的
障
害
者
割
引
規
程
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
及
び
東
京
都
地
下

高
速
電
車
精
神
障
害
者
旅
客
運
賃
割
引
規
程
（
令
和
六
年
交
通
局
規
程
第
三
十
七
号
。
以
下
「
精
神
障

害
者
割
引
規
程
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
及
び
知
的
障
害
者
割
引
規
程
」
を
「
、
知
的
障
害
者
割

引
規
程
及
び
精
神
障
害
者
割
引
規
程
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
三
十
八
号

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
条
例
施
行
規
程
（
平
成
二
十
年
交
通
局
規
程
第
三
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
認
め
た
も
の
」
の
下
に
「
（
以
下
「
身
体
障
害
者
手
帳
等
」
と
い

う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
身
体
障
害
者
が
六
歳
未
満
の
乳
児
又
は
幼
児
（
以
下
「
乳
幼

児
」
と
い
う
。
）
の
場
合
、
当
該
身
体
障
害
者
は
無
賃
と
し
て
取
り
扱
い
、
介
護
者
に
対
し
て
は
、

割
引
普
通
乗
車
券
を
単
独
で
発
売
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
認
め
た
も
の
」
の
下
に
「
（
以
下
「
療
育
手
帳
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加

え
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
的
障
害
者
が
六
歳
未
満
の
乳
幼
児
の
場
合
、
当
該
知
的
障
害

者
は
無
賃
と
し
て
取
り
扱
い
、
介
護
者
に
対
し
て
は
、
割
引
普
通
乗
車
券
を
単
独
で
発
売
す
る
も
の
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第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
身
体
障
害
者
手
帳
又
は
身
体
障
害
者
手
帳
保
有
者
の
本
人
確
認
に
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
交
通
局
長
が
認
め
た
も
の
」
を
「
身
体
障
害
者
手
帳
等
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
身
体
障
害
者
が
六
歳
未
満
の
乳
幼
児
の
場
合
、
当
該
身
体
障
害

者
は
無
賃
と
し
て
取
り
扱
い
、
介
護
者
に
対
し
て
は
、
割
引
回
数
乗
車
券
を
単
独
で
発
売
す
る
も
の

と
す
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
療
育
手
帳
又
は
療
育
手
帳
保
有
者
の
本
人
確
認
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
し
て
交
通
局
長
が
認
め
た
も
の
」
を
「
療
育
手
帳
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二

項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
的
障
害
者
が
六
歳
未
満
の
乳
幼
児
の
場
合
、
当
該
知
的
障
害

者
は
無
賃
と
し
て
取
り
扱
い
、
介
護
者
に
対
し
て
は
、
割
引
回
数
乗
車
券
を
単
独
で
発
売
す
る
も
の

と
す
る
。

第
三
十
四
条
の
二
中
「
前
条
」
を
「
第
三
十
四
条
」
に
、
「
身
体
障
害
者
手
帳
若
し
く
は
療
育
手
帳

又
は
そ
れ
ら
の
手
帳
保
有
者
の
本
人
確
認
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
交
通
局
長
が
認
め

た
も
の
」
を
「
身
体
障
害
者
手
帳
等
又
は
療
育
手
帳
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
四
条
の
三
と
し
、

同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
乗
車
証
を
所
持
す
る
精
神
障
害
者
の
介
護
者
に
対
す
る
割
引
回
数
乗
車
券
の
発
売
）

第
三
十
四
条
の
四　

第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
乗
車
証
を
所
持
す
る
精
神
障

害
者
の
介
護
者
は
、
当
該
精
神
障
害
者
と
共
に
乗
車
す
る
場
合
に
限
り
、
当
該
精
神
障
害
者
の
精
神

障
害
者
手
帳
等
を
提
示
の
上
、
割
引
通
勤
回
数
乗
車
券
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
精
神
障
害
者
に
対
す
る
割
引
回
数
乗
車
券
の
発
売
）

第
三
十
四
条
の
二　

精
神
障
害
者
が
ラ
イ
ナ
ー
の
各
駅
相
互
間
に
お
い
て
、
単
独
又
は
介
護
者
と
共
に

区
間
を
同
じ
に
し
て
乗
車
す
る
場
合
で
、
精
神
障
害
者
手
帳
等
を
提
示
し
た
と
き
は
、
精
神
障
害
者

及
び
そ
の
介
護
者
に
対
し
て
割
引
回
数
乗
車
券
を
発
売
す
る
。

２　

前
項
の
介
護
者
に
対
し
て
発
売
す
る
割
引
回
数
乗
車
券
は
、
精
神
障
害
者
本
人
と
乗
車
区
間
が
同

一
で
あ
り
、
か
つ
、
精
神
障
害
者
の
割
引
回
数
乗
車
券
と
同
時
に
購
入
す
る
と
き
、
そ
の
介
護
者
一

項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
的
障
害
者
が
六
歳
未
満
の
乳
幼
児
の
場
合
、
当
該
知
的
障
害

者
は
無
賃
と
し
て
取
り
扱
い
、
介
護
者
に
対
し
て
は
、
割
引
定
期
乗
車
券
を
単
独
で
発
売
す
る
も
の

と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に
、
「
身
体
障
害
者
手
帳
若
し
く
は
療

育
手
帳
又
は
そ
れ
ら
の
手
帳
保
有
者
の
本
人
確
認
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
交
通
局
長

が
認
め
た
も
の
」
を
「
身
体
障
害
者
手
帳
等
又
は
療
育
手
帳
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
」

を
「
第
二
十
九
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条
の
三
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
乗
車
証
を
所
持
す
る
精
神
障
害
者
の
介
護
者
に
対
す
る
割
引
定
期
乗
車
券
の
発
売
）

第
二
十
九
条
の
四　

第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
乗
車
証
を
所
持
す
る
精
神
障

害
者
の
介
護
者
は
、
当
該
精
神
障
害
者
と
共
に
乗
車
す
る
場
合
に
限
り
、
当
該
精
神
障
害
者
の
精
神

障
害
者
手
帳
等
を
提
示
の
上
、
割
引
通
勤
定
期
乗
車
券
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
精
神
障
害
者
に
対
す
る
割
引
定
期
乗
車
券
の
発
売
）

第
二
十
九
条
の
二　

精
神
障
害
者
が
ラ
イ
ナ
ー
の
各
駅
相
互
間
内
に
お
い
て
、
単
独
又
は
介
護
者
と
共

に
、
常
時
、
同
じ
区
間
及
び
経
路
を
使
っ
て
順
路
に
よ
っ
て
乗
車
す
る
場
合
で
、
精
神
障
害
者
手
帳

等
を
提
示
し
、
必
要
事
項
を
記
入
し
た
定
期
乗
車
券
購
入
申
込
書
を
提
出
し
た
と
き
は
、
精
神
障
害

者
に
は
割
引
通
勤
定
期
乗
車
券
又
は
割
引
通
学
定
期
乗
車
券
を
、
そ
の
介
護
者
に
は
割
引
通
勤
定
期

乗
車
券
を
発
売
す
る
。
た
だ
し
、
割
引
通
学
定
期
乗
車
券
の
発
売
は
、
通
学
証
明
書
を
同
時
に
提
出

し
た
場
合
に
限
る
。

２　

前
項
の
介
護
者
に
対
し
て
発
売
す
る
割
引
通
勤
定
期
乗
車
券
は
、
精
神
障
害
者
本
人
と
乗
車
区
間

及
び
有
効
期
間
が
同
一
で
あ
り
、
か
つ
、
精
神
障
害
者
の
割
引
定
期
乗
車
券
と
同
時
に
購
入
す
る
と

き
、
そ
の
介
護
者
一
人
に
限
り
発
売
す
る
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
精
神
障
害
者
が
六
歳
未
満
の
乳
幼
児
の
場
合
、
当
該
精
神
障
害

者
は
無
賃
と
し
て
取
り
扱
い
、
介
護
者
に
対
し
て
は
、
割
引
定
期
乗
車
券
を
単
独
で
発
売
す
る
も
の

と
す
る
。

４　

前
三
項
の
介
護
者
は
、
係
員
が
介
護
能
力
が
あ
る
と
認
め
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
二
条
中
「
第
三
十
四
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第
三
十
四
条
の
三
」
を
加
え
る
。
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人
に
限
り
発
売
す
る
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
精
神
障
害
者
が
六
歳
未
満
の
乳
幼
児
の
場
合
、
当
該
精
神
障
害

者
は
無
賃
と
し
て
取
り
扱
い
、
介
護
者
に
対
し
て
は
、
割
引
回
数
乗
車
券
を
単
独
で
発
売
す
る
も
の

と
す
る
。

４　

前
三
項
の
介
護
者
は
、
係
員
が
介
護
能
力
が
あ
る
と
認
め
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
身
体
障
害
者
手
帳
又
は
身
体
障
害
者
手
帳
保
有
者
の
本
人
確

認
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
交
通
局
長
が
認
め
た
も
の
」
を
「
身
体
障
害
者
手
帳
等
」

に
改
め
る
。

第
八
十
条
第
一
項
中
「
療
育
手
帳
を
提
示
し
て
」
を
「
療
育
手
帳
等
を
提
示
し
て
」
に
改
め
、
第
二

項
中
「
療
育
手
帳
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
る
。

第
八
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
精
神
障
害
者
手
帳
又
は
精
神
障
害
者
手
帳
保
有
者
の
本
人

確
認
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
交
通
局
長
が
認
め
た
も
の
」
を
「
精
神
障
害
者
手
帳

等
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
条
第
三
号
中
「
こ
ん
炉
」
の
下
に
「
（
乗
車
中
に
使
用
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ

る
も
の
及
び
懐
炉
を
除
く
。
た
だ
し
、
不
注
意
等
に
よ
り
内
容
物
が
漏
れ
出
る
こ
と
が
な
い
よ
う
措
置

す
る
こ
と
と
す
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
百
三
十
一
条
中
「
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
百
三
十
二
条
」
を
「
次

条
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
及
び
危
険
の
お
そ
れ
の
な
い
も
の
」
を
削
り
、
「
内
容
物
」
を
「
不

注
意
等
に
よ
り
内
容
物
」
に
改
め
、
「
処
置
さ
れ
て
い
る
」
を
「
適
切
な
保
管
対
応
が
行
わ
れ
た
」
に

改
め
る
。

第
百
三
十
一
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

旅
客
は
、
列
車
等
の
状
況
に
よ
り
、
運
輸
上
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
限
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
犬
を
車
内
に
随
伴
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

身
体
障
害
者
補
助
犬
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認

定
を
受
け
た
身
体
障
害
者
補
助
犬
。
た
だ
し
、
同
法
第
十
二
条
に
規
定
さ
れ
た
表
示
を
行
い
、
旅

客
が
身
体
障
害
者
補
助
犬
認
定
証
を
所
持
す
る
場
合
に
限
る
。

二　

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
い
う
政
令
で
定
め
る
盲

導
犬
。
た
だ
し
、
盲
導
犬
が
ハ
ー
ネ
ス
を
つ
け
、
旅
客
が
盲
導
犬
使
用
者
証
を
所
持
す
る
場
合
に

限
る
。

第
百
三
十
二
条
第
二
項
中
「
又
は
完
全
に
包
装
さ
れ
た
運
動
用
具
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

３　

旅
客
は
第
一
項
に
規
定
す
る
制
限
内
で
あ
っ
て
も
、
自
転
車
及
び
サ
ー
フ
ボ
ー
ド
等
の
運
動
用
具

に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
車
内
に
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

一　

自
転
車
に
あ
っ
て
は
、
解
体
し
て
専
用
の
袋
に
収
納
し
た
も
の
又
は
折
り
た
た
み
式
自
転
車
で

あ
っ
て
、
折
り
た
た
ん
で
専
用
の
袋
に
収
納
し
た
も
の

二　

サ
ー
フ
ボ
ー
ド
等
の
運
動
用
具
に
あ
っ
て
は
、
専
用
の
袋
に
収
納
し
た
も
の

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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電
気
導
火
線
 

線
 

量
が
三
キ
ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

そ
の
他
の
火
工
品
 

―
 

そ
の

他
 

そ
の

他
、

火
薬

類
取

締
法

（
昭

和
二

十
五

年
法

律
第
百
四
十
九
号
）
で

定
め
る

火
薬

類
 

―
 

一
 

爆
発
性
 

の
物
 

そ
の
他
 

爆
発
性
 

の
物
 

―
 

ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン
 

狭
心
症
用
舌
下

錠
＊
 

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

二
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

―
 

ニ
ト
ロ
セ
ル
ロ
ー
ズ
 

ラ
ッ
カ
ー
ス
プ

レ
ー
＊
 

―
 

過
酸
化
ベ
ン
ゾ
イ
ル
 

ニ
キ
ビ
治
療
薬

＊
 

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

三
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

―
 

ジ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
 

―
 

―
 

ジ
ニ
ト
ロ
ナ
フ
タ
リ

ン
 

―
 

―
 

ジ
ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン
 

―
 

―
 

ジ
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ノ
ー

ル
 

―
 

―
 

ニ
ト
ロ
グ
リ
コ
ー
ル
 

―
 

―
 

ト
リ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ

ン
 

―
 

―
 

ト
リ
ニ
ト
ロ
ト
ル
エ

ン
 

―
 

―
 

ピ
ク
リ
ン
酸
 

―
 

―
 

過
酢
酸
 

―
 

―
 

メ
チ
ル
エ
チ
ル
ケ
ト

ン
過
酸
化
物
 

―
 

―
 

ア
ジ
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

そ
の

他
、

労
働

安
全

衛
生

法
施

行
令

（
昭

和
四

十
七

年
政

令
第

三
百

十
八

号
）

に
お

け
る

危
険

物
「
一
.
爆

発
性

の
物
」
に
該
当
す
る
品
目
 

―
 

 

二
 

発
火
性
 

の
物
 

マ
ッ
チ
 

―
 

安
全
マ
ッ
チ
 

安
全
マ
ッ
チ
 

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

三
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

―
 

硫
化
リ
ン
マ
ッ
チ
 

―
 

―
 

黄
リ
ン
マ
ッ
チ
 

―
 

そ
の
他
 

発
火
性
 

の
物
 

―
 

セ
ル
ロ
イ
ド
類
 

ペ
ン
、
眼
鏡
＊
 

実
重

量
が

三
百

グ
ラ

ム

以
内
の
も
の
 

―
 

金
属
カ
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

金
属
リ
チ
ウ
ム
 

―
 

―
 

金
属
ナ
ト
リ
ウ
ム
（

金
属
ソ
ー
ダ
）
 

―
 

―
 

カ
リ
ウ
ム
ア
マ
ル
ガ

ム
 

―
 

―
 

ナ
ト
リ
ウ
ム
ア
マ
ル

ガ
ム
 

―
 

―
 

マ
グ

ネ
シ

ウ
ム

（
粉

状
箔

状
又

は
ひ

も
状

の
も

の
に
限
る
。
）
 

―
 

―
 

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
粉
 

―
 

―
 

マ
グ

ネ
シ

ウ
ム

粉
及

び
ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
粉

以
外

の
金
属
粉
 

―
 

―
 

黄
リ
ン
 

―
 

―
 

硫
化
リ
ン
 

―
 

―
 

赤
り
ん
 

―
 

―
 

リ
ン
化
石
灰
 

―
 

―
 

リ
ン
化
カ
ル
シ
ウ
ム
 

―
 

―
 

ハ
イ

ド
ロ

サ
ル

フ
ァ

イ
ト

（
亜

二
チ

オ
ン

酸
ナ

ト
リ
ウ
ム
）
 

―
 

―
 

カ
ー
バ
イ
ド
（
炭
化

カ
ル
シ
ウ
ム
）
 

―
 

―
 

そ
の
他
の
発
火
性
の

物
及
び
製
品
 

油
紙

（
刃

物
用

包
装

紙

等
）
＊
 

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

五
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も

の
 

三
 

引
火
性
 

の
物
 

可
燃
性
 

液
体
 

―
 

メ
タ

ノ
ー

ル
（

メ
チ

ル
ア

ル
コ

ー
ル

又
は

木

精
）
 

消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
＊
 

二
リ

ッ
ト

ル
以

内
又

は

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

 

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

 
危
険
品

 
 
品
目
 

番
号
 
大
分
類
 

中
分
類
 

小
分
類
 

危
険
品
の
品
目
 

適
用
除
外
の
物
品
 

物
品
 

重
量
、
数
量
等
 

一
 

爆
発
性
 

の
物
 

火
薬
類
 

火
薬
 

黒
色
火
薬
、
そ
の
他
硝
酸
塩
を
主
と
す
る
火
薬
 

銃
用
火
薬
 

容
器
・
荷
造
と
も
の
重

量
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

内
の
も
の
 

無
煙

火
薬

、
そ

の
他

硝
酸

エ
ス

テ
ル

を
主

と
す

る
火
薬
 

過
塩
素
酸
塩
を
主
と
す
る
火
薬
 

爆
薬
 

雷
こ
う
、
そ
の
他
の
起
爆
薬
 

―
 

硝
安
爆
薬
 

―
 

塩
素
酸
カ
リ
爆
薬
 

―
 

カ
ー
リ
ッ
ト
 

―
 

そ
の

他
の

硝
酸

塩
、

塩
素

酸
塩

又
は

過
塩

素
酸

塩
を
主
と
す
る
爆
薬
 

―
 

硝
酸
エ
ス
テ
ル
 

―
 

ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
類
 

―
 

ニ
ト
ロ
化
合
物
と
こ
れ
を
主
と
す
る
爆
薬
 

―
 

火
工
品
 

雷
管
 

銃
用
雷
管
 

振
動

・
衝

撃
等

に
よ

っ

て
発

火
す

る
お

そ
れ

の

な
い

容
器

に
収

納
し

た

四
百
個
以
内
の
も
の
 

実
包
 

銃
用
実
包
 

弾
帯

又
は

薬
ご

う
に

そ

う
入

し
、

又
は

振
動

・

衝
撃

等
に

よ
っ

て
発

火

す
る

お
そ

れ
の

な
い

容

器
に

収
納

し
た

二
百

個

以
内

（
競

技
用

の
口

径

〇
・

二
二

イ
ン

チ
以

内

の
ラ

イ
フ

ル
銃

用
実

包

又
は

拳
銃

用
実

包
に

あ

っ
て

は
八

百
個

以
内

）

の
も
の
 

空
包
 

銃
用
空
包
 

弾
帯
又
は
薬
ご
う
に
そ

う
入
し
、
又
は
振
動
・

衝
撃
等
に
よ
っ
て
発
火

す
る
お
そ
れ
の
な
い
容

器
に
収
納
し
た
二
百
個

以
内
の
も
の
 

信
管
 

―
 

火
管
 

―
 

導
爆
線
 

―
 

雷
管
又
は
火
管
付
薬
き
ょ
う
 

銃
用
雷
管
付
薬
き
ょ
う
 

振
動

・
衝

撃
等

に
よ

っ

て
発

火
す

る
お

そ
れ

の

な
い

容
器

に
収

納
し

た

四
百
個
以
内
の
も
の
 

火
薬
又
は
爆
薬
を
装
て
ん
し
た
弾
丸
類
 

―
 

星
火
を
発
す
る
榴
弾
 

―
 

救
命
索
発
射
器
用
ロ
ケ
ッ
ト
 

―
 

煙
火
 

―
 

が
ん
具
煙
火
 

が
ん
具
煙
火
（
お
も
ち

ゃ
花
火
、
発
炎
筒

＊
）
、
競
技
用
紙
雷
管

及
び
そ
の
他
の
が
ん
具

用
軽
火
工
品
 

容
器
・
荷
造
と
も
の
重

量
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

内
の
も
の
 

競
技
用
紙
雷
管
（
大
形
紙
雷
管
を
含
む
。
）
 

導
火
線
 

導
火
線
又
は
電
気
導
火

容
器
・
荷
造
と
も
の
重
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―
 

エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
 

―
 

―
 

酢
酸
ノ
ル
マ
ル
-
ペ
ン
チ
ル
 

―
 

―
 

イ
ソ
ペ
ン
チ
ル
ア
ル

コ
ー
ル
 

―
 

―
 

メ
チ
ル
エ
チ
ル
ケ
ト

ン
 

―
 

そ
の
他
 

―
 

そ
の
他
の
引
火
性
の

物
及
び
そ
の
製
品
 

ペ
ン
キ
＊
 

二
リ

ッ
ト

ル
以

内
又

は

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

二
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も

の
 

四
 

可
燃
性
 

の
ガ
ス
 

高
圧
 

ガ
ス
 

圧
縮
 

ガ
ス
 

酸
素
ガ
ス
 

酸
素
ボ

ン
ベ
、
 

酸
素
缶
＊
 

医
療

用
又

は
携

帯
用

酸

素
容

器
に

封
入

し
た

酸

素
ガ

ス
で

二
本

以
内

の

も
の
 

炭
酸
ガ
ス
（
二
酸
化
炭

素
）
 

消
火
器
 

消
火

器
内

に
封

入
し

た

炭
酸

ガ
ス

で
二

本
以

内

の
も

の
 

炭
酸

ガ
ス

カ
ー

ト
リ

ッ

ジ
＊
 

二
リ

ッ
ト

ル
以

内
又

は

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

二
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

天
然
ガ
ス
 

プ
ロ

パ
ン
ガ

ス
＊
 

水
素
ガ
ス
 

水
素

ガ
ス
吸

入
器
＊
 

窒
素
ガ
ス
 

窒
素

ガ
ス
ボ

ン
ベ
＊
 

オ
ゾ
ン
 

オ
ゾ

ン
発
生

器
＊
 

ヘ
リ
ウ
ム
 

ヘ
リ

ウ
ム
ガ

ス
＊
 

ネ
オ
ン
ガ
ス
 

ネ
オ

ン
管
＊
 

ア
セ
チ
レ
ン
ガ
ス
 

―
 

硫
化
水
素
ガ
ス
 

―
 

一
酸
化
炭
素
ガ
ス
 

―
 

石
炭
ガ
ス
 

―
 

水
性
ガ
ス
 

―
 

空
気
ガ
ス
 

―
 

ア
ン
モ
ニ
ア
ガ
ス
 

―
 

塩
素
ガ
ス
 

―
 

亜
酸
化
窒
素
ガ
ス
（
笑

気
ガ
ス

）
 

―
 

ホ
ス
ゲ
ン
ガ
ス
 

―
 

ア
ル
ゴ
ン
 

―
 

エ
タ
ン
 

―
 

エ
チ
レ
ン
 

―
 

メ
タ
ン
 

―
 

そ
の
他
の
圧
縮
ガ
ス
及

び
そ
の

製
品
 

―
 

液
化
 

ガ
ス
 

液
体

炭
酸
 

消
火
器
 

消
火

器
内

に
封

入
し

た

炭
酸

ガ
ス

で
二

本
以

内

の
も
の
 

液
化
プ
ロ
パ
ン
 

プ
ロ

パ
ン
ガ

ス
＊
 

二
リ

ッ
ト

ル
以

内
又

は

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

二
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の

も
の
 

フ
レ
オ
ン
―
1
2 

エ
ア

ゾ
ー

ル
噴

射
剤

、

エ
ア
コ
ン
ガ
ス
＊
 

フ
レ
オ
ン
―
2
2 

エ
ア

ゾ
ー

ル
噴

射
剤

、

エ
ア
コ
ン
ガ
ス
＊
 

ブ
タ
ン
 

ラ
イ

タ
ー

、
カ

セ
ッ

ト

ガ
ス

ボ
ン
ベ
＊
 

液
体
空
気
 

―
 

液
体
窒
素
 

―
 

液
体
酸
素
 

―
 

液
体
ア
ン
モ
ニ
ア
 

―
 

 
―
 

ア
セ
ト
ン
 

ネ
イ
ル
リ
ム
ー
バ
ー
＊
 

量
が

二
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

―
 

コ
ロ
ジ
オ
ン
 

水
絆

創
膏

、
角

質
軟

化

剤
＊
 

―
 

ブ
タ
ノ
ー
ル
（
ブ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
）
 

希
釈
用
ア
ル
コ
ー
ル
＊
 

―
 

松
根
油
 

絵
具
用
溶
剤
＊
 

―
 

テ
レ
ビ
ン
油
（
松
精
油
）
 

絵
具
用
溶
剤
＊
 

―
 

エ
タ
ノ
ー
ル
 

消
毒

用
エ

タ
ノ

ー
ル

、

除
菌
ス
プ
レ
ー
＊
 

三
 

引
火
性
 

の
物
 

可
燃
性
 

液
体
 

―
 

酢
酸
 

食
用

酢
酸

、
掃

除
用

酢

酸
、
農
業
用
酢
酸
＊
 

二
リ

ッ
ト

ル
以

内
又

は

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

二
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

―
 

鉱
油
原
油
 

皮
膚

の
保

護
剤

、
保

湿

剤
、

化
粧

品
（

ロ
ー

シ

ョ
ン

、
ク

リ
ー

ム
等

）

＊
 

―
 

ア
ル
コ
ー
ル
（
変
性
ア
ル
コ
ー
ル
を
含
む
。
）
 

酒
類
＊
 

―
 

揮
発
油
 

―
 

―
 

ソ
ル
ベ
ン
ト
ナ
フ
タ
 

―
 

―
 

コ
ー
ル
タ
ー
ル
軽
油
 

―
 

―
 

ベ
ン
ゼ
ン
（
ベ
ン
ゾ
ー
ル
）
 

―
 

―
 

ト
ル
エ
ン
（
ト
ル
オ
ー
ル
）
 

―
 

―
 

キ
シ
レ
ン
（
キ
シ
ロ
ー
ル
又
は
ザ
イ
ロ
ー
ル
）
 

―
 

―
 

二
硫
化
炭
素
 

―
 

―
 

酢
酸
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
 

―
 

―
 

エ
ー
テ
ル
 

―
 

―
 

ク
ロ
ロ
シ
ラ
ン
 

―
 

―
 

ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
 

―
 

―
 

パ
ラ
ア
ル
デ
ヒ
ド
 

―
 

―
 

ジ
エ
チ
ル
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
 

―
 

―
 

モ
ノ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
 

―
 

―
 

ト
リ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
の
水
溶
液
 

―
 

―
 

ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
 

―
 

―
 

ピ
リ
ジ
ン
 

―
 

―
 

酢
酸
ア
ル
ミ
 

―
 

―
 

酢
酸
エ
チ
ル
 

―
 

―
 

酢
酸
メ
チ
ル
 

―
 

―
 

義
酸
エ
チ
ル
 

―
 

―
 

プ
ロ
ピ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
 

―
 

―
 

ビ
ニ
ル
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
 

―
 

―
 

臭
化
エ
チ
ル
（
エ
チ
ル
ブ
ロ
マ
イ
ド
）
 

―
 

―
 

酢
酸
ブ
チ
ル
 

―
 

―
 

フ
ー
ゼ
ル
油
 

―
 

―
 

灯
油
（
石
油
）
 

―
 

―
 

軽
油
（
ガ
ス
油
）
 

―
 

―
 

重
油
（
バ
ン
カ
ー
油
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
重
油
）
 

―
 

―
 

ガ
ソ
リ
ン
 

―
 

―
 

ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
（
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゾ
ー
ル
）
 
 

―
 

―
 

ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン
（
ニ
ト
ロ
ト
ル
オ
ー
ル
）
 

―
 

―
 

エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
 

―
 

―
 

酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
 

―
 

―
 

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン
 

―
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危
険
物
 

劇
物
 

―
 

塩
酸
 

ト
イ

レ
用

強
力

洗
浄

剤

＊
 

し
、

且
つ

、
破

損
す

る

お
そ

れ
の

な
い

よ
う

荷

造
し

た
〇

・
五

リ
ッ

ト

ル
以
内

の
も
の
 

―
 

硝
酸
 

―
 

―
 

塩
化

ス
ル

ホ
ン

酸
（

塩
化

ス
ル

フ
リ

ル
を

含

む
。
）
 

―
 

―
 

沸
化
水
素
酸
 

―
 

―
 

硫
酸
ジ
メ
チ
ル
（
ジ

メ
チ
ル
硫
酸
）
 

―
 

七
 

そ
の
他

危
険
物
 

毒
物
・

劇
物
 

―
 

フ
ェ

ロ
シ
リ
コ

ン
 

―
 

―
 

塩
化
硫
黄
 

―
 

―
 

ク
ロ
ル
ピ
ク
リ
ン
 

―
 

―
 

四
エ
チ
ル
鉛
 

―
 

―
 

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
 

―
 

―
 

臭
素
（
ブ
ロ
ム
）
 

―
 

―
 

ホ
ル
マ
リ
ン
 

―
 

―
 

そ
の

他
、

毒
物

及
び

劇
物

取
締

法
（

昭
和

二
十

五
年

法
律

第
三

百
三

号
）

で
指

定
さ

れ
て

い
る

毒
物
及
び
劇
物
 

―
 

―
 

そ
の

他
、

毒
物

及
び

劇
物

取
締

法
で

指
定

さ
れ

て
い

る
毒

物
及

び
劇

物
を

使
用

し
た

製
品

(
薬

液
を
入
れ
た
鉛
蓄
電

池
な
ど
）
 

バ
ッ
テ

リ
ー
＊
 

薬
液

を
入

れ
た

鉛
蓄

電

池
で

、
堅

固
な

木
箱

に

入
れ

、
且

つ
、

端
子

が

外
部

に
露

出
し

な
い

よ

う
に
荷

造
し
た
も
の
 

農
薬
 

―
 

硫
黄
剤
 

農
薬

取
締

法
（

昭
和

二

十
三

年
法

律
第

八
十

二

号
）

の
適

用
を

受
け

る

農
薬
 

拡
散

用
高

圧
容

器
に

封

入
し

た
農

薬
で

二
本

以

内
の
も

の
 

―
 

除
虫
菊
剤
 

―
 

燐
剤
 

―
 

Ｄ
Ｎ
剤
 

―
 

燻
蒸
剤
 

―
 

殺
鼠
剤
 

―
 

除
草
剤
 

―
 

展
着
剤
 

―
 

銅
剤
 

―
 

水
銀
剤
 

―
 

ホ
ル
マ
リ
ン
剤
 

―
 

ジ
ネ
ブ
剤
 

―
 

石
灰
剤
 

―
 

砒
素
剤
 

―
 

ニ
コ
チ
ン
剤
 

―
 

デ
リ
ス
剤
 

―
 

Ｂ
Ｈ
Ｃ
剤
 

―
 

Ｄ
Ｄ
Ｔ
剤
 

―
 

鉱
油
剤
 

―
 

そ
の

他
、

農
薬

取
締

法
（

昭
和

二
十

三
年

法
律

第
八
十
二
号
）
の
適

用
を
受
け
る
も
の
 

そ
の
他

危
険
物
 

―
 

生
石
灰
（
酸
化
カ
ル

シ
ウ
ム
）
 

乾
燥
剤
＊
 

破
損

す
る

お
そ

れ
の

な

い
容

器
に

密
閉

し
た

一

個
の

重
量

が
二

十
キ

ロ

グ
ラ
ム
以
内
の
も
の
 

―
 

―
 

塩
化

ア
セ

ト
フ

ェ
ノ

ン
（

ク
ロ

ル
ア

セ
ト

フ
ェ

ノ
ン
）
 

低
温
焼
成
ド
ロ
マ
イ

ト
 

催
涙
ス
プ
レ
ー
＊
 

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

三
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も

の
 

―
 

 
液
体
塩
素
 

―
 

液
体
亜
硫
酸
 

―
 

液
化
シ
ア
ン
化
水
素
（
液
体
青
酸
）
 

―
 

塩
化
エ
チ
ル
 

―
 

塩
化
メ
チ
ル
（
メ
チ
ル
ク
ロ
ラ
イ
ド
）
 

―
 

液
化
酸
化
エ
チ
レ
ン
 

―
 

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
 

―
 

四
 

可
燃
性
 

の
ガ
ス
 

高
圧
 

ガ
ス
 

液
化
 

ガ
ス
 

液
体
メ
タ
ン
 

―
 

そ
の
他
の
液
化
ガ
ス
及
び
そ
の
製
品
 

―
 

五
 

酸
化
性
 

の
物
 

塩
素
酸
 

塩
類
 

―
 

塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
塩
素
酸
ソ
ー
ダ
）
 

―
 

―
 

塩
素
酸
カ
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

塩
素
酸
バ
リ
ウ
ム
（
塩
酸
バ
リ
ウ
ム
）
 

―
 

―
 

塩
素
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
 

―
 

―
 

塩
素
酸
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
 

―
 

―
 

塩
素
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
 

―
 

―
 

そ
の
他
の
塩
素
酸
塩
類
 

―
 

過
塩
素

酸
塩
類
 

―
 

過
塩

素
酸

ア
ン

モ
ニ

ウ
ム

（
過

塩
素

酸
ア

ン
モ

ン
）
 

―
 

―
 

過
塩
素
酸
カ
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

過
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

そ
の
他
の
過
塩
素
酸
塩
類
 

―
 

過
酸
化

物
 

―
 

過
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
過
酸
化
ソ
ー
ダ
）
 

―
 

―
 

過
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
 

―
 

―
 

過
酸
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
 

―
 

―
 

過
酸
化
バ
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

過
酸
化
亜
鉛
 

―
 

―
 

過
酸
化
カ
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

そ
の
他
の
無
機
過
酸
化
物
 

―
 

硝
酸
 

塩
類
 

―
 

硝
石
（
硝
酸
カ
リ
ウ
ム
）
 

肥
料
＊
 

容
器

・
荷

造
と

も
の

重

量
が

二
キ

ロ
グ

ラ
ム

以

内
の
も
の
 

―
 

硝
酸

ア
ン

モ
ニ

ウ
ム

（
硝

酸
ア

ン
モ

ン
又

は
硝

安
）
 

―
 

―
 

硝
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

そ
の
他
の
硝
酸
塩
類
 

―
 

亜
塩
素

酸
塩
類
 

―
 

亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
 

漂
白
剤
＊
 

密
閉

し
た

容
器

に
収

納

し
、

且
つ

、
破

損
す

る

お
そ

れ
の

な
い

よ
う

荷

造
し

た
〇

・
五

リ
ッ

ト

ル
以
内
の
も
の
 

―
 

そ
の
他
の
亜
塩
素
酸
塩
類
 

―
 

次
亜
塩

素
酸
 

塩
類
 

―
 

晒
粉
（
次
亜
塩
素
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
）
 

―
 

―
 

そ
の
他
の
次
亜
塩
素
酸
塩
類
 

―
 

そ
の
他
 

酸
化
性
 

の
物
 

―
 

過
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
 

―
 

―
 

過
硫
酸
カ
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

過
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
 

―
 

―
 

三
酸
化
ク
ロ
ー
ム
（
無
水
ク
ロ
ム
酸
）
 

―
 

―
 

そ
の
他
の
酸
化
性
の
物
及
び
製
品
 

―
 

六
 

放
射
性
 

の
物
 

放
射
性
 

物
質
等
 

―
 

放
射

性
同

位
元

素
等

並
び

に
核

原
料

物
質

、
核

燃
料
物
質
及
び
こ
れ
ら
に
汚
染
さ
れ
た
も
の
 

―
 

七
 

そ
の
他

毒
物
・

―
 

硫
酸
 

バ
ッ
テ
リ
ー
液
＊
 

密
閉

し
た

容
器

に
収

納
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別
表
第
二
中
「
別
表
第
２
（
第
８
条
関
係
）
」
を
「
別
表
第
二
（
第
八
条
関
係
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
「
別
表
第
３
（
第
５
１
条
関
係
）
」
を
「
別
表
第
三
（
第
五
十
一
条
関
係
）
」
に
改
め

る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
―
 

塩
化
リ
ン
 

―
 

―
 

臭
化
ベ
ン
ジ
ル
 

―
 

―
 

四
塩
化
チ
タ
ン
 

―
 

備
考
 
 

１
 
「
適
用
除
外
の
物
品
」
欄
中

「
物
品
」
欄
に
＊
印
が
記
載
さ
れ

て
い
る
も
の
は
、
日
常
の
用
途
に

使
用
す
る
小
売
店
等
で
通
常

購
入
可
能
な
製
品
を
適
用
除
外
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
例
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 

２
 
農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
適
用
を
受
け
な
い
農
薬
は
、
危
険
品
に
該
当
し
な
い
。
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